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日
本
中
世
封
建
社
会
の
法
構
造
に
つ
い
て

「
知
行
」
の
発
展
を
中
心
に

*
辻

本

弘

明

は

じ

め

」

荘
園
制
に
お
け
る

「
職
」
と

「知
行
」
の
在
り
方
は
、
中
世
の
土
地
領
有
に
か

　
　
　

か
わ
る
法
律
関
係
を
示
す
重
要
な
指
標

で
あ
る
と
い
わ
れ
る
。

中
田
薫
博
士
は
比
較
法
史
の
方
法
に
よ

っ
て
、
「
知
行
」
を

Ω
Φ芝
霞
①
に
相
当
す

　　
　

る
も
の
と
し
た
。
こ
れ
は
事
実
関
係
と
し
て
の
占
有
を
、
法
律
関
係
と
し
て
認
定

し
た
も
の
と
解
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
「職
」
は
荘
園
制
の
構
造
の
下
で
は
、

荘
園
付
属
的
下
級
領
主
特
権
と
み
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
職
の
対
象
で
あ
る

土
地
の
商
品
化
に
伴
い
、
私
的
移
譲
が
頻
行
す
る
事
態
に
な
る
と
、
か

＼
る
土
地

を
知
行
し
て
い
る
制
度
上
の
標
識
で
あ

っ
た

「
職
」
は
法
史
の
上
で
は
、
不
動
産

　ヨ
　

物
権
と
理
解
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
。

さ
ら
に
、
知
行
の
効
力
の
面
か
ら
み
て
も
、
そ
の
発
展
過
程
を
た
ど
る
と
、
こ
れ

は
占
有
と
し
て
の
事
実
関
係
が
法
律
関
係
即
ち
、
知
行
と
な

っ
た
か
ら
、
当
然
の
こ

と
と
し
て
、
権
利
の
推
定
性
を
受
け
る

こ
と
に
な
り
、
ま
た
、
知
行
不
可
侵
の
原

　る
　

 則
的
効
力
の
発
生
乃
至
強
化
を
も
た
ら
す
。
か
か
る
関
係
か
ら
、

「
職
」
も
単
な
る

標
識
で
あ

っ
た
も
の
が
、
知
行
制
度

の
発
展
の
過
程
の
中
で
独
立
し
た
権
利
"
不

動
産
物
権
と
な

っ
た
の
で
あ
る
。

か
く
て
知
行
の
対
象
で
あ
る
土
地

の
自
由
移
譲
の
盛
行
は
知
行
制
度
の
発
展
を

斎
ら
し
、
ひ
い
て
は
、
在
地
領
主
の
自
立
を
促
が
し
、
同
時
に
、
そ
れ
は
土
地
の

封
土
化
を
斎
た
ら
す
結
果
と
な
る
。

武
家
法
に
お
け
る

「年
紀
制
」

(時
効
)
は
、
知
行
の
内
容
が
荘
園
領
主
と
の

間
で
、
競
合
す
る
に
及
ん
で
、
在
地
領
主
権
の
権
原

(由
緒
)
と
し
て
成
立
し
て

き
た
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
鎌
倉
期
の

「当
知
行
」
は
、
年
紀
制
を
媒
介
と
し
て
し
か
本
権
に
準

ず
る
権
原

(由
緒
)
と
し
て
承
認
さ
れ
て
こ
な
か

っ
た
と
い
う
点
は
見
逃
せ
な
い
。

し
か
し
、

「年
紀
制
」
は
、

「当
知
行
が
在
地
領
主
制

の
中
に
生
成
し
て
き
た
慣
行

の
中
で
成
立
さ
せ
て
来
た
在
地
領
主
権
の
存
在
を
合
法
化
す
る
法
慣
行
的
規
範
と

　
ら
　

し
て
認
知
さ
れ
た
法
意
識
で
あ
る
。
」
と
い
う
意
味
に
お
い
て
領
主
制
の
歴
史
の

中
で
、

一
つ
の
劃
期
を
形
成
す
る
も
の
で
あ

っ
た
。

か
く
て
、
知
行
が
自
由
移
譲
性

(相
伝
性
)
を
帯
び
て
く
る
に
つ
れ
て
、
「職
」

と
の
関
わ
り
の
中
で
、
改
変
さ
れ
て
ゆ
く
面
と
、
知
行
の
事
実
関
係
的
性
質
が
法

律
関
係
化
し
て
、
知
行
保
護
の
発
展
史

の
究
極
で
あ
る

「当
知
行
」
の
法
制
化
し

て
ゆ
く
動
向
と
の
二
つ
は
、
知
行
制
研
究
の
中
で
は
重
要
な
検
討
事
項
で
あ
る
の

は
多
言
を
要
し
な
い
。
以
下
先
学
諸
氏
の
研
究
を
再
吟
味
し
、
こ
れ
ら
の
諸
点
に

考
察
を
加
え
た
い
。

*法 学研究室(昭 和61年9月25日 受理)



中
世
武
家
不
動
産
訴
訟
に
関
連
し
て
、

「本
権
の
訴
訟
」
と

「
知
行
の
訴
訟
」

の
両
者
は
知
行

の
発
展
を
中
心
問
題
と
し
、
中
田
薫
、
石
井
良
助
両
博
士
の
著
名

な
研
究
が
な
さ
れ
て
既
に
久
し
い
。
そ
れ
以
来
、
所
謂

「
知
行
論
争
」
と
し
て
周

知
さ
れ
て
い
る
知
行
の
歴
史
的
性
格
の
究
明
に
注
が
ら
れ
た
顕
著
な
研
究
以
後
は

　
　
　

余
り
数
多
く
な
い
と
い
わ
れ
て
い
る
。

そ
の
中

で
最
近
の
吉
田
徳
夫
氏
の
知
行
に

　ア
　

π

関
ゆ
る
三
部
作
は
と
り
わ
け
注
目
さ
れ
て
よ
い
労
作
と
し
て
評
価
さ
れ
て
い
る
。

引

本
稿
で
は

「本
権
の
訴
訟
」
と

「知
行

の
訴
訟
」
の
相
互
の
関
連
を
訴
訟
法
的

に

に
み
て
、
前
者
を
本
訴
、
後
者
を
そ
の
予
備
的
手
続
と
把
え
た
石
井
良
助
博
士
の

造

　
　
　

構

見
解
を
受
け
て
、
更
に
中
世
荘
園
の
経
営
と
云
う
立
場
か
ら
本
権
の
所
有
者
を
荘

曝

園
領
主

(高
級
特
権
領
主
)
と
規
定
し
、
知
行

の
所
有
者
を
荘
園
在
地
領
主

(
下

塗

級
特
権
領
主
)
と
す
る
。
そ
う
す
る
と
、
本
権

の
訴
訟
は
荘
園
の
領
有
権
を
由
緒

健

づ
け
る
権
原
の
源
泉

の
存
在
、
不
存
在

の
確
認
訴
訟
で
あ
り
、
他
方
、

「
知
行
の

世

訴
訟
」
は
現
在
の
占
有

(
知
行
)
が
当
知
行
か
、
不
知
行
か
の
事
実
審
理
で
あ

っ

紳

た
。
こ
の
よ
う
に
考
え
て
く
る
と
後
煮

即
ち

「
知
行
の
訴
訟
」
は

「
本
権
の
訴

凋

訟
」
の
予
備
的
手
続
だ
と
規
定
さ
れ
た
石
井
博
士
の
説
は
注
目
さ
れ
る
見
解
で
あ

本

る
。
そ
し
て
更
に
、
そ
の
知
行
を
正
当
づ
け
る
に
は
権
原
、
即
ち

「
知
行
の
由
緒
」

辻

の
存
在
が
必
要
で
あ

り
、
そ
の
権
原

(由
緒
)
は
本
権
に
そ
の
源
泉
を
求
め
る
も

の
で
あ

っ
た
。
換
言
す
れ
ば
、
下
級
特
権
領
主
支
配
に
は
所
領
支
配
の
事
実
を
由

緒
づ
け
る
権
原
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

こ
れ
が

「
任
相
伝
理
」
、

「
任
請
文
」
、

「任
公
験
理
」
と
い
う
権
原
を
示
す
法
律
関
係

の
存
在
、
具
体
的
に
云
え
ば
領
主

　　
　

支
配
、
即
ち
知
行
の
観
点
か
ら
見
れ
ば
、

「付
属
」
と
い
う
法
律
要
件
で
あ
ろ
う
。

「
本
権
」
と

「知
行
」

の
関
係
は
、
由
緒

(権
原
)
と
そ
れ
に
付
属
的
に
存
在

す
る
下
級
領
主
特
権
と
い
う
関
係
を
示
す
法
律
状
態

で
あ

っ
た
。
そ
れ
が
鎌
倉
中

・

19

末
期
か
ら
南
北
朝

.
室
町
期
に
か
け
て
幕
府
権
力

の
充
実
と
共
に
、
荘
園
付
属
的

下
級
領
主
権
に
基
づ
く
知
行
と
し
て
の
土
地
支
配
が
本
権
、
即
ち
荘
園

(
高
級
)

領
主
権
の
よ
う
に
、
授
与
特
権
に
権
原

(由
緒
)
を
置
く
の
で
は
な
く
、
土
地
の

現
実
の
支
配

(占
有
)
に
根
拠
を
置
い
て
、
そ
れ
自
体
に
則
し
て
政
治
的
、
法
的

保
障
即
ち
、

「
安
堵
」
を
受
け
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
付
属
的
領
主

権
、
そ
れ
自
身
が
権
原
と
し
て
認
知
さ
れ
、
自
立
を
み
る
よ
う
に
な

っ
て
い
く
こ

と
を
意
味
す
る
。

そ
の
よ
う
な
訳
で
、
当
然
、
こ
の

「知
行
の
訴
訟
」
の
手
続
が
発
展
し
て
、
そ

　
り
　

れ
に
伴
い
外
題
安
堵
法

(弘
安
七
年
)
の
制
定
等
が
み
ら
れ
る
に

つ
れ
て
独
立
化

を
は
じ
め
る
。
か
く
て
、
石
井
博
士
の

「安
堵
」
は
当
知
行
の
法
律
的
効
力
に
よ

っ

て
与
え
ら
れ
た
も
の
と
さ
れ
て
い
る
の
は
よ
く
理
解
出
来
る
こ
と
で
あ
る
。

室
町
幕
府
は

「
依
然
、
権
門
体
制
を
克
服
し
え
ず
、
実
質
的
に
は
封
建
王
政
を

　け
　

指
向
す
る
に
止
ま
る
。
」
と
評
価
さ
れ
る
こ
と
に
は
疑
問
を
も

つ
が
、
領
主
階
層

内
部
の
重
層
関
係
を
在
地
に
お
け
る
事
実
関
係
で
あ
る
土
地
支
配
を
法
律
関
係
と

し
て
の
知
行
と
認
め
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
あ
ら
わ
な
相
互
の
利
害
に
基
づ
く
契
約

　ゆ
　

関
係
と
し
て
再
編
成
し
た
と
さ
れ
る
な
ら
ば
異
論
は
な
い
。

「斯
か
る
関
係
は
、
所
領
が
開
発
相
伝
等
々
に
基
づ
く
人
格
性
や
特
殊
個
別
性

を
失

っ
た
単
な
る
物
権
と
な
る
こ
と
で
も
あ

っ
て
、
そ
の
結
果

『
職
』
の
重
層
性

　ね
　

は
名
目
的
な
も
の
と
な
る
。
」
と
説
明
さ
れ
る
。
こ
れ
は
所
領
の
帯
び
る
人
格
性

と
い
わ
れ
る
相
伝

・
開
発
等
の
由
緒
に
よ
り
表
現
さ
れ
る
も
の
の
価
値
が
否
定
さ

れ
、
所
領
の
人
格
性
が
失
は
れ
る
こ
と
に
よ
り
所
領
の
表
現
形
式
で
も
あ
る

「
職
」

が
名
目
化
し
、
物
権
化
す
る
も
の
だ
と
す
る
考
え
方
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
こ
と
は
在
地
に
お
け
る
支
配
と
い
う
事
実
関
係
を
封
建
法
的
土
地

所
有
関
係
即
ち
、
知
行
関
係
の
独
立
化
を
基
盤
に
領
主
階
級
内
部
の
重
層
関
係
を

再
編
成
し
て
い

っ
た
こ
と
が
、
そ
の
背
景
に
な

っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

室
町
幕
府
が
鷹
安
元
年

(
一
三
六
八
)
六
月
十
七
日
に
、
禁
裏
他
殿
下
渡
領
等

の
主
た
る
本
家

・
寺
社
領
を
除
く
、

「
一
般
諸
国
本
所
領
、
暫
相
分
半
分
、
沙
ー
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汰
-
付
下
地
於
雑
掌
、
可
令
全
向
後
知
行
、
此
上
半
分
之
預
人
、
或
違
乱
雑
掌
方
、

或
致
過
分
掠
領
者
、

一
円
被
付
本
所
、
至
濫
妨
人
者
、
可
処
罪
科
也
」

(法
九
七

条
)
と
立
法
し
た
。
磨
安
元
年

(
=
二
六
八
)
十
月
に
は
、
こ
の
室
町
幕
府
の
知
行

　
け
　

政
策
を

「
近
年
為

一
国
平
均
之
法
、
被
付
給
人
之
間
、
被
致
半
済
沙
汰
」
と
本
所

側

(
東
寺
雑
掌
申
状
)
も
認
め
ざ
る
を
得
な
い
状
況
に
な

っ
て
い
た
。
磨
安
元
年

(
=
二
六
八
)
当
時
の
室
町
幕
府
は
、
鎌
倉
中

・
末
期
以
後
に
み
ら
れ
た
下
地
中

分
に
お
け
る
本
所
、
御
家
人
双
方
に
よ
る
支
配
領
域
の
中
分
と
異
な
り
、
室
町
幕

府
自
体
に
よ
る
諸
国
本
所
領
全
般
に
互
る
強
権
的
な
支
配
領
域
の
折
半

(
「
相
分

半
分
沙
ー
汰
-
付
下
地
」
)
を
指
令
し
た
の
で
あ

っ
て
、
若
し
、
そ
れ
以
外
に
、

こ
の
幕
府
の
令
状
違
犯
者
に
よ

っ
て
掠
領
さ
れ
た
所
領
が
あ
れ
ば
全
部
本
所
に
返

付
さ
せ
、
そ
の
上
、
そ
の
者
を
罪
科
に
処
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な

追
加
法
か
ら
窺
え
る
こ
と
は
、
鷹
安
元
年
段
階
に
な
る
と
、
幕
府
が
完
全
に
諸
国

の
所
領
全
域
に
わ
た

っ
て
政
治
的
支
配
権
を
も
ち
、
且

つ
検
断
権
も
掌
握
し
て
い

る
こ
と
か
ら
考
え
て
、
幕
府
は
従
来
、
朝
廷
の
掌
握
し
て
い
た
政
治

・
行
政
全
体

を
完
全
に
自
己
の
専
掌
す
る
と
こ
ろ
と

な

っ
て
い
た
と
み
て
差
支
え
な
い
。
従

っ

て
、

「近
年
為

一
国
平
均
之
法
」
と
し
、
そ
れ
を

一
般
的
行
政
命
令
と
し
て
執
行

し
、
御
家
人
に
本
所
領
等
の
中
、
半
分
を
恩
給
す
る
こ
と
が
出
来
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
意
味
を
も

つ

「
慮
安
半
済
令
」
は
決
し
て
、
軽
く
見
過
せ
る
も
の

で
は
な
く
、
武
家
政
権
と
し
て
の
室
町
幕
府
に
と

っ
て
も
、
重
大
な
意
味
を
も

つ
。

従
来

の
朝
廷
を
頂
点
と
す
る
重
層
的
な

「職
の
体
系
」
を
単

一
化
し
て
、
こ
れ
を

将
軍
を
中
心
と
す
る
武
家
の
封
建
的
主
従
制
原
理
に
立

つ

「知
行
の
体
系
」
に
包

摂
し
、
か

つ
、
そ
の
限
り
に
お
い
て
の
み
、

「
職
の
体
系
」

の
存
続
を
認
め
た
政

　
お
　

策
を
貫
徹
さ
せ
た
も
の
と
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
正
に
知
行
体
係
の
再
編

成
で
あ

っ
た
。

朝
廷
と
将
軍
を

「
二
頭
政
治
体
制
」

と
す
る
構
成
は
日
本
法
史
に
お
い
て
も
整

理
し
に
く
い
問
題
で
あ
る
が
、
こ
れ
を

敢
え
て
朝
廷
と
将
軍
を

一
体
と
し
て
、

「王
権
」
と
位
置
づ
け
、
右
の
鷹
安
半
済
令

(国
王
令
状
)
を
も

っ
て
、
高
級
荘

園
領
主
特
権
と
付
属
在
地
領
主
特
権
の
事
実
上
の
重
層
性
を
整
理
し
て
ゆ
こ
う
と

し
た
政
策
で
あ

っ
た
と
理
解
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
ろ
う
。

そ
の
意
味
で
、

将
軍
を
中
心
と
す
る

『
知
行
の
体
系
』
と
、

朝
廷
を
頂
点
と

す
る

『職
の
体
系
』
と
の
並
存
を
完
全
に
払
拭
す
る
べ
く
両
者
を
同

一
基
盤
と
し

て
整
理
し
て
ゆ
こ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
証
拠
に
、
鷹
安
半
済
令
の
中

に
、

「次
自
先
公

(義
詮
)
御
時
、
本
所

一
円
知
行
地
事
、
今
更
構
半
済
之
法
不

　お
　

可
改
動
」
と
あ
る
。
こ
れ
は
磨
安
半
済
令
は
在
地
の
現
況
即
ち
、
諸
国
本
所
領
中

に
も
地
頭
御
家
人
等
の
所
領
、
特
に
彼
等
の
当
知
行
地
が
半
分
に
の
ぼ

っ
て
い
た

も
の
と
見
ら
れ
る
現
実
を
ふ
ま
え
て
の
幕
府
権
力
に
よ
る
行
政
改
革
で
も
あ

っ
た

と
同
時
に
、
知
行
地
の
事
実
上
の
重
層
性
を
解
消
し
、
単

一
化
し
て
行
こ
う
と
し

た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

吉
田
論
文
に
よ
れ
ば
、

「知
行
関
係
に
基
づ
い
た

(封
建
)
王
制
が
成
立
す
る

た
め
に
は
、
荘
園
領
主
権
の
衰
退
と

『職
』
の
物
権
化
と
を
前
提
と
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

『職
の
体
系
』
が
知
行
関
係
に
基
づ
く
体
制
に
再
編
成
が
行
わ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
、

つ
ま
り
、
こ
れ
は
室
町
幕
府
の
所
領
安
堵
の
形
式
と
由
緒
に
対

す
る
姿
勢
の
吟
味
、
即
ち
知
行
制
と
の
関
連
か
ら
云
え
ば
、
安
堵
の
意
味
の
検
討

　り
　

よ
り
、
出
て
く
る
結
論
で
あ
る
」
と
さ
れ
る
。

か

＼
る
意
味
で
、
右
の
鷹
安
半
済
令
の
中
の
有
力
寺
社
本
所
領
を

「
不
可
改
動
」

と
す
る
こ
と
も
、
室
町
幕
府

・
将
軍
の

一
貫
し
た
唯

一
の
政
治
権
力
者
と
し
て
の

意
思
表
示
で
あ

っ
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
と
解
せ
ら
れ
る
。

幕
府
が
半
済
令
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
職
の
重
層
性
を

「
知
行
」
関
係
に
基
づ

い
て
再
編
成
す
る
た
め
に
、
権
原

(由
緒
)
の
承
認
権
を
行
使
し
う
る
よ
う
な
段

階
に
な
る
と
、
守
護
が
現
況
報
告
権
を
利
用
し
て
国
人
と
の
間
に
二
次
的
封
建
関

　
の
　

係
を
発
生
さ
せ
て
く
る
。

こ
れ
が
幕
府
に
よ
る
所
領
安
堵
の
問
題
、i

こ
れ
を
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
中
世
法
で
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言
え
ば
、
国
王
の
権
原
開
示
訴
訟
に
お
け
る
領
主
権
原

(由
緒
)
の
承
認
i
を
触

発
し
、
ま
た
、
こ
れ
を
契
機
と
し
て
幕
府
と
安
堵
申
請
者
と
の
間
に
、
ま
た
、
守

護
が
仲
介
者
と
し
て
介
在
し
、
丁
度
、
大
巡
回
裁
判
所
の
如
き
性
格
を
帯
び
、
当

知
行

(
在
地
法
慣
行
等
も
含
め
て
)
の
立
証
と
い
う
重
要
な
役
割
を
も

つ
よ
う
に

な

っ
て
く
る
の
で
あ
る
。

そ
う
す
る
と
、
安
堵
を
め
ぐ

っ
て
、

「
当
知
行
」
自
体
が
大
き
な
問
題
を
も

っ

て
く
る
よ
う
に
な
り
、
こ
、
に
、
室
町
幕
府
と
王
朝
側
と
の
間
に
も
諸
権
限
の
包

摂
関
係
が
生
ず
る
。
石
井
良
助
博
士
が
建
武
の

「
一
同
之
法
」

の
施
行
と
、
幕
府

の
慮
安
年
間
の

「
当
知
行
安
堵

の
法
」
と
の
間
に
密
接
な
関
係
の
あ
る
こ
と
に
注

　の
　

目
さ
れ
た
の
は
、
そ
の
意
味
で
重
要
な
御
指
摘
で
あ

っ
た
。

こ
の
点
に
つ
い
て
、
吉
田
論
文
は

「両
者
相
互
の
関
連
は
不
詳
だ
が
、
こ
の
後
、

室
町
幕
府
の
当
知
行
の
安
堵
状

の
多
く
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
関
連
が
あ
る
も
の
と

　　
　

見
て
よ
い
の
で
は
」
と
さ
れ
て
い
る
。
以
下
右
に
見
て
来
た
知
行
制
発
展
の
足
跡

を
史
料
に
基
づ
い
て
実
誼
し
て
行
く
こ
と
に
す
る
。

二

弘
安
七
年
の

「
知
行
安
堵

の
制
」
が

一
旦
の
保
障

で
あ

っ
た
段
階
か
ら
当
知
安

堵

の
制
に
移
る
ま
で
に
は
幾
程
か
の
道
程
が
あ

っ
た
。
吉
田
論
文
は
室
町
幕
府
の

当
知
行
安
堵
制
の
成
立
の
歴
史
過
程
の
検
討
に
お
い
て
、
多
く
の
重
要
な
指
摘
を

さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
を
整
理
し
な
が

ら
、
尚
、
残
さ
れ
た
諸
点
を
検
討
し
て
ゆ

く
こ
と
に
す
る
。
吉
田
論
文
に
も
重
要
史
料
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
た
文
安
年
間

(
一
四
四
四
～
)
の
初
期
、
播
磨
国
の
公
家
史
料
で
あ
る

「建
内
記
」
の
中
、
特

に
、
次
の
史
料
は
非
常
に
貴
重
な
事
実
を
提
示
し
て
い
る
。

0
、
文
安
元
年
五
月
廿
日
条

如
屋

熈
績
墓
也

頭

 「吉
川
上
庄
事
、
土
貢
御
註
文
井
御
状
、
伝
越
前
守
候
之
庭
、
地
口
前
註
進
之
、

以
半
分
註
籠
地
頭
分
歎
鯉

間
、
於
子
今
者
無
方
便
云
々
。

此
条
無
其
謂
事
也
、以
他
領
令
押
妨
令
註
籠
自
分
者
、
不
可
依
註
進
前
後
、
可

依
文
書
之
理
非
事
也
」

口
、
文
安
元
年
五
月
廿
五
日
条

「吉
川
上
庄
領
家
内
地
頭
号
半
済
間
事
、

今
日
、
地
頭
藤
田
能
登
・
藤
田
壼
岐
来
丹
後
入
道
許
、
申
我
物
之
趣
之
間
、
此

庄
領
家
万
里
小
路
殿
御
領
地
、
而
地
頭
以
半
分
被
我
物
之
条
如
何
、
有
謹
文

哉
之
由
相
尋
之
慮
、
観
鷹
二
年
為
兵
根
料
所
預
状
井
延
文
二
年
兵
根
料
所
半

済
預
状
、
永
和
元
年
下
知
状
、
正
長
二
年
赤
松
挙
状
等
也
、
如
観
磨
己
後

謹
文
者
、
己
被
返
付
本
所
之
者
、
以
往
之
謹
文
棄
破
也
、
正
長
二
年
赤
松
挙

状
者
、
訴
訟
挙
達
常
事
也
、
更
非
御
成
敗
之
文
之
由
、
問
答
了
、
今
度
於
地

下
註
進
、
非
本
所
之
註
進
、
地
下
人
任
雅
意
註
進
之
条
露
顯
了
、
地
頭
更
不

及
争
申
[

]
問
答
、
就
中
今
明
日
之
間
、
三
郡
之
面
々
於
守
護
所
令
[

U委

可
註
付
云
々
、
然
者
於
地
頭
註
進
者
、
雅
意
之
註
文
也
、
不
足
謹
捺
也
、
本

所

一
円
支
謹
分
明
之
上
者
、
尋
承
可
明
申
、
先
不
可
有
楚
忽
之
治
定
由
、
以

飯
尾
肥
前
入
道
欺
、
犬
橋
歎
、
可
被
仰
垣
屋
越
前
守
、
可
然
、」

口
、
文
安
元
年
五
月
廿
八
日
条
、

「地
頭
稻
半
済
事
、
不
可
依
文
書
之
理
非
也
、
ロ
バ可
依
當
知
行
之
有
無
欺
、
是

山
名
方
之
法
式
云
々
、
希
代
事
也
、

(中
略
)
、
以
彼
僧
下
良
英
、
可
代
官

　
　
　

事

(中
略
)
為
口
守
護
代
之
横
難
、
」

四
、
文
安
元
年
六
月
九
日
条
、

「吉
川
上
庄
領
家
職

一
円
事
、
地
頭
号
半
済
事
、
今
日
以
常
慶
泰
淳
為
使
者
、

　

示
口
垣
屋
越
前
守
許
、
謹
状
等
備
進
口
、
地
頭
乞
請
守
護
安
堵
云
云
」

播
州
美
嚢
郡
吉
河
上
庄
領
家
職
事
、

譜
代
[

]進
止
之
家
領
異
干
他
候
、
地
頭
藤
田

一
族
永
享
[

]
耀
観
磨
棄
揖

　サ

　

は

ね
　

之
御
判
、
構
国
引
懸
口
口
口
口
下
知
押
妨
候
、
於
兵
根

一
旦
預
状
者
、
己
被

棄
揖
[

]
本
所

一
円
知
行
之
子
細
御
判
以
下
分
明
候
、
至
国
引
懸
事
者
、
或
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一
円
或
半
済
不
同
、
更
非

一
通
之
口
掠
申
条
露
顕
、
傍
嘉
吉
元
年
止
彼
違
乱

[

]不
承
引
者
、
可
被
付
地
頭
職
於
領
家
之
由
、
任
度
[

]地
頭
請
文
等
被

成
下
御
教
書
候
、
相
當
憲
法
善
口

口
預
厳
密
御
下
知
、
可
開
愁
眉
候
、
彼
等

　　

　

　
　

錐
申
口
口
口
安
堵
候
、
無
左
右
無
御
叙
用
、
任
文
書
之
道
理
[

]被
経
御
沙

汰
之
様
可
被
申
候
、

(
後
略
)
」

以
上
の
諸
史
料
を
主
た
る
手
が
か
り
に
し
て
当
知
行
安
堵
法
の
成
立
過
程
を
考

察
す
る
訳
で
あ
る
が
、
先
つ
、
そ
の
社
会
的
政
治
背
景
に
着
眼
す
る
と
、
嘉
吉
の
変
の
勝

利
に
よ

っ
て
、
新
守
護
職
を
獲
得
し
た
山
名
持
豊
は
、
文
安
元
年

(
一
四
四
四
)

　ハ
　

三
月
廿
二
日
付
で
公
布
さ
れ
た
、

播
州

三
郡
散
合
事
書
に
基
づ
い
て
、

東
播
三

郡
の
国
内
庄
園
別
の
惣
土
貢
等
の
検
注
を
実
施
す
べ
く
守
識
使
垣
屋
越
中
守
を
現

地

へ
派
遣
し
、
守
護
所
を
開
設
さ
せ
、
審
問
と
註
進

の
受
理
を
開
始
し
た
の
で
あ
る
。

そ
の
内
容

の
詳
細
な
検
討
に
つ
い
て
は
、
田
沼
睦
氏
、
吉
田
氏
論
文
に
詳
し
い

　
お
　

が
、
そ
の
中
心
は
、
郡
散
合
に
伴
う

「
国
引
懸
事
」
と
当
時
唱
え
ら
れ
て
い
た
新

守
護
に
よ
る
支
配
領
域
の
新
ら
た
な
区
劃

の
線
引
に
関
連
し
て
の
当
知
行
所
領
の

調
査
で
は
な
か

っ
た
か
と
考
え
ら
れ
る
。
郡
に
は
従
来
よ
り
そ
れ
ぞ
れ
在
地
の
有

む

　

む

む

む

　

力
土
豪
で
あ
る
守
護
代
が
お
り
、
彼
等

は

「
守
護
代
入
澤
入
使
者
地
下
計
会
過
法

　お
　

云
々
」
と
か
、
守
護
代
入
澤
氏
は
、

「地
頭
等
捧
半
済
当
知
行
[

]、
傍
不
可
及

　ふ
　

先
日
之

一
状
云
々
、
不
得
其
意
事
也
」

と
あ

っ
て
、
依
頼
さ
れ
て
い
た
書
面
通
り

に
は
言
及
出
来
な
か

っ
た
と
平
然
と
返
答
す
る
な
ど
守
護
代
の
在
地
に
お
け
る
政

治
的
支
配
権
力
の
実
情
は
予
想
以
上
に
無
視
し
難
い
も

の
が
あ
る
。
更
に
、

「
為

む

む

む

む

む

む

む

む

む

む

む

　お
　

龍
門
寺
跡
上
者
、
不
可
及
謹
文
之
由
返
答
也
、
今
時
分
被
申
管
領
者
可
然
云
々
」

と
い
う
守
護
代
の
訴
訟
法
上
の
考
え
方

は
、
検
断
権
行
使
等
に
よ
る
収
公
の
場
合

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

の
所
領
は
、
其
の
他
の
謹
文
に
よ
る
由
緒
を
無
視
す
る
事
も
出
来
る
と
い
う
考
え

方
で
あ
る
。
か

、
る
守
護
代
の
態
度
か
ら
し
て
地
頭
の
郡
散
合
に
お
け
る
当
知
行

所
領

の
註
進
を
好
意
的
に
処
理
し
て
ゆ
こ
う
と
す
る
姿
勢
は
当
然
の
こ
と
と
考
え

ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
当
時
は
地
頭

の
半
済
当
知
行
の
背
後
に
は
、
常
に
在
地

の
軍
事
的
実
力
者
と
し
て
こ
れ
を
支
え
て
来
た
守
護
代
が
居
た
こ
と
は
忘
れ
て
は

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

な
ら
な
い
。
従

っ
て
、
今
度

の
郡
散
合
は
こ
れ
ら
守

護
代
の
更
迭
も
含
め
て
そ
の

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

支
配
関
係
を
再
編
成
す
る
こ
と
に
あ

っ
た
。
即
ち
、
敗
者
で
あ
る
前
任
守
護
赤
松

満
祐
時
代
に
、
彼
に
合
力
し
て
い
た
者
達
の
所
領
は
閾
所
と
す
る
と
い
う
前
提
が

　が
　

あ

っ
た
。
従

っ
て
、
「
就
当
知
行
可
被
尋
次
第
」
、
と
あ
る
よ
う
に
、
当
知
行
所
領

調
査
が
戦
後
処
理
的
な
最
重
要
施
策
と
し
て
、
矢
張
り
重
要
な
課
題
と
な

っ
て
い

た
と
考
え
ら
れ
る
。

此
の
播
州
三
郡
に
及
ぶ
郡
散
合
事
書
が
出
さ
れ
て
約

一
ケ
月
後
の
文
安
元
年

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

(
一
四
四
四
)
四
月
廿
五
日
、
当
時
す
で
に
、

「守
護
使
己
入
部
吉
川
上
庄
、
干

時
地
頭
出
逢
於
吉
祥
院
問
答
、(中
略
)
地
下
註
文
事
、
領
家
上
使
遅
々
下
向
付
之
間
、

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

　
め

　

先
是
地
頭
註
文
了
、
追
而
可
尋
知
云
々
」
と
あ

っ
て
、
公
式
の
守
護
所
に
お
け
る

守
護
使
に
よ
る
審
問
、
並
び
に
審
判
は
、
建
内
記
文
安
元
年

(
一
四
四
四
)
五
月

廿
五
日
の
条
に
、
領
家
、万
里
小
路
家
在
庄
代
官
、
斎
藤
丹
後
入
道
良
英
の
報
告
に

　
　

　

認
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、

「
就
中
今
口
日
之
間
、
三
郡
之
面
々
於
守
護
所
令

　
　
　

[

]委
可
註
付
云
々
」
と
あ
り
、
即
ち
同
年
五
月
廿
五

・
廿
六
の
両
日
中
に
註
進

す
る
よ
う
命
ぜ
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
後
に
守
護
所
の
審
問
は
開
始

さ
れ
る
手
筈
で
あ

っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
る
に
、
そ
れ
よ
り
も
約

一
ケ
月
も
早
く
、

而
も
守
護
使
が
吉
川
上
庄
に
入
部
し
た
四
月
廿
五
日
以
前
に
は
既
に
、
吉
祥
院
に

て
出
逢
い
問
答
が
交
さ
れ
、
領
家
の
上
使
の
僅
か
二
日
の
遅
延
を
理
由
に
、
欠
席

　　
　

裁
判
同
様
審
判
が
終
了
し
て
了

っ
て
い
た
。

こ
の
よ
う
な
地
頭
の
註
進
ぶ
り
や
、
守
護
使
の
審
問
、
審
判
ぶ
り
は
、

「
地
頭

等
於
法
光
寺
謁
守
護
使
、
任
雅
意
註
進
領
家
分
、
傍
土
貢
減
少
、
結
局
地
頭
分
可

在
其
内
之
由
、
井
半
済
之
由
等
、
任
雅
意
註
載
云
々
、
(中
略
)
結
局
名
主
二
人
令

　　
　

加
判
形
云
々
、

(
中
略
)
構
半
済
付
給
人
者
可
為
大
事
」
と
あ
る
よ
う
に
、
地
頭

の
半
済
部
分
の
註
進
は
謀
略
的
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
守
護
使
の
側
も
地
頭
に

対
し
て
は
十
二
分
に
好
意
的
な

行
政
対
応
の
姿
勢

で
あ

っ
た

こ
と
が
察
せ
ら
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　ね
　

れ
る
。

か
く
て
、
今
度
の
郡
散
合
事
書
は
、

「
尋
究
可
註
進
事
」
と
あ
る
よ
う
に
守
護

所
に
お
け
る
守
護
使
に
よ
る
尋
問

(
「
問
答
」
)
を
し
て
、
よ
く
確
め
て
か
ら
註
進

す
る
こ
と
を
命
ぜ
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

(
こ
れ
は
丁
度
中
世
イ
ン
グ
ラ
ン
ド

の
シ
ェ
リ
ー
フ
の
大
巡
廻
裁
判
所
の
審

問
裁
判
と
同
様
と
考
え
ら
れ
る
。
)

さ
て
、
以
上
の
よ
う
な
社
会
背
景
を
考
慮
し
な
が
ら
前
掲
第
e
史
料
を
検
討
吟

味
す
る
。
守
護
審
判
の
責
任
者
で
あ
る
守
護
使
、
垣
屋
越
前
守
熈
続
は
、
領
家
、
万

里
小
路
家
、
在
庄
代
官
、
斎
藤
丹
後
入
道
良
英
に
対
す
る
非
公
式
と
は
い
え
明
解

　　
　

な
回
答
と
し
て
、
「
地

口
前
註
進
之
、
以
半
分
註
籠
地
頭
分

歎
盟
、
間
、
於
干
今

者
無
方
便
云
々
、
」
と
表
明
し
て
い
る
部
分
に
は
注
目
さ
れ
る
。

こ
の
守
護
使
、
垣
屋
氏
の
回
答
か
ら
察
す
る
と
、
こ
れ
は
誠
に
非
論
理
的
で
あ

り
、
旦

つ
、
政
治
的
配
慮
に
す
ぎ
る
冷

や

、
か
な
態
度
と
受
け
取
れ
る
。
地
頭
に

よ
る
註
進
は
、
事
実
、
公
式
期
限
前
に
自
発
的
に
し
た
註
進
で
あ
る
と
こ
ろ
に
注
目　お

　

し
た
守
護
側

の
審
判
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
領
家
側
が
当
時
で
は
尚
、
路
次
狼
籍
等

の
危
険
も
伴
う
よ
う
な
状
況
で
地
下

へ
の
下
向

に
つ
い
て
、
た
ゴ
の
二
日
間
の
遅

延
に
よ

っ
て
不
利
な
取
扱
い
を
受
け
て

い
る
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
、
裏
面
の

実
情
は
、
当
時
、
吉
川
上
庄
に
お
い
て
も
、
既
に
在
地
有
力
土
豪
で
あ
る
守
護
代
が

軍
事
的
、
政
治
的
後
盾
に
な

っ
て
、
地
頭
が
事
実
上
の
半
済
当
知
行
を
実
現
し
て

い
る
の
で
あ

っ
て
、
こ
れ
に
は
新
入
り

の
守
護
で
は
、
無
視
す
る
こ
と
は
出
来
な

か

っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る

。

在
地
に
お
け
る
地
頭
の
領
主
特
権
は
、
在
地
の
有
力
者
で
あ
る
守
護
代
に
よ
り

保
障
さ
れ
、
守
護
は
こ
の
守
護
代
の
領
域
支
配
上
の
特
権
を
承
認
保
障
す
る
。
こ

れ
は

「有
馬
号
龍
門
寺
跡
知
行
之
時
、
赤
松
播
磨
入
道
為
當
郡
守
護
之
時
成
下
知

む

む

む

む

む

む

む

む

む

む

む

む

　お
　

了
、
是
播
磨
入
道
与
有
馬
巳
結
所
縁
」
と
か
、
ま
た

「
吉
川
事
、
以
次
示
云
、
地

　あ
　

頭
等
捧
半
済
知
行
[

U
、
傍
不
可
及
先

日
之

一
状
云
々
、
不
得
其
意
事
也
、
」
に

も
現
わ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ら
の
間
に
は
、
封
建
的
主
従
関
係
に
お
け
る

「知
行
」
と
、

「安
堵
」
の
相
関
々
係
の
存
在
を
想
わ
せ
る
の
で
あ
る
。

荘
園
領
主
等
、
寺
社
本
所
側
の

「此
条
無
其
謂
事
也
、
以
他
領
令
押
妨
、
令
註

　　
　

籠
自
分
者
、」
と
批
難
し
て
い
る
が
、
そ
の
実
体
は
、
「
半
済
当
知
行
」
で
あ

っ
た
の
で
あ

る
。
従

っ
て
、
本
所
、
領
家
側
は
守
護
審
判
所
に
お
け
る
当
知
行
の
由
緒
権
原
化

を
破
る
た
め
に
、
知
行
の
由
緒
は

「不
可
依
註
進
之
前
後
、
可
依
文
書
之
理
非
事

　が
　

也
」
と
反
論
し
て
、
守
護
側
に

「
不
可
為
謹
檬
、
必
尋
聞
、
有
相
違
事
者
可
註
直

　　
　

也
」
と
申
入
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ

、
に
守
護
所
に
お
け
る
守
護
使
に
よ
る
審
判
は
、
幕
府
の
播
州
三
郡
に
わ
た

る
郡
散
合
に
伴
う
戦
後
庭
理
と
も
云
え
る
知
行
の
由
緒
の
承
認
が
主
た
る
課
題
で

　お
　

あ

っ
た
。

「嘉
吉
元
年
止
彼
違
乱
[

]不
承
引
者
、
可
被
付
地
頭
職
於
領
家
」
と

い
う
地
頭
と
の
間
に
交
し
た
請
文

(
契
約
)
が
あ
る
限
り
、
従
来
よ
り
の
本
所

・

ヘ

ヘ

へ

む

む

ヘ

ヘ

へ

　
の

　

公
家
法
の
論
理
か
ら
す
れ
ば
、

「
任
文
書

(請
文
)
之
道
理
被
経
御
沙
汰
之
様
」

に
と
主
張
す
る
こ
と
が
出
来
た
筈
で
あ
る
。
し
か
し
、
当
時
は
、は
武
家
法
の
根
幹
を

為
す
封
建
法
に
お
い
て
は
封
主
が
封
臣
の
領
主
的

「
特
権
の
束
」

(
封
土
)
を
保

障
す
る
こ
と
に
意
義
あ
る
時

で
あ
り
、
ま
た
、

「
當
所
地
頭
半
済
な
ど
と
任
雅
意

　
れ
　

註
進
さ
せ
候
」
と
あ
る
よ
う
に
在
地
の
名
主
と
特
権
を
相
互
保
障
す
る
立
場
の
地

頭
が
あ
り
、
そ
の
地
頭
は
、
既
述
の
如
く
在
地
有
力
土
豪
、
守
護
代
の
協
力
を
得

て
、
始
め
て
、
そ
の
領
主
的
特
権
を
維
持
さ
れ
て
お
り
、
守
護
代
は
守
護
に
よ
り

補
任
さ
れ
、
そ
の
支
配
特
権
を
維
持
保
障
さ
れ
て
い
る
と
見
ら
れ
る
。
こ
の
様
な

領
主
支
配
の
重
層
性
は
封
建
的
支
配
の
特
色
と
い
う
べ
く
、
封
建
的
主
従
関
係
は

在
地
支
配
の
根
源
に
至
る
ま
で
、

こ
の
よ
う
な
ヒ

エ
ラ
ル
フ
イ
の
拡
大
構
成
を

と

っ
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

右
の
よ
う
な
封
建
関
係
に
あ
る
守
護
と
地
頭
と
の
領
主
特
権
の
保
障
を
中
心
と

し
た
相
互
関
係
か
ら
す
れ
ば
、
荘
園
領
主
、
万
里
小
路
家
が
そ
の
個
有

の
所
領
と

考
え
て
い
る
部
分
に
つ
い
て
も
、

「結
局
地
頭
分
可
在
其
内
之
由
井
半
済
之
由
等
、

(
41
)

(
42
)

任
雅
意
註
載
云
々
」
と
あ
る
よ
う
な
、
ま
た
、

「申
我
物
之
趣
」
と
か
、

「地
頭
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以
半
分
被
我
物
之
条
」
と
も
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
感
じ
で
支
配
し
て
い
る
状
態
が

半
済
当
知
行
だ
と
い
う
理
解
が
出
来
る

の
で
あ
る
。
し
か
し
、
他
方
、
こ
れ
を
領

　れ
　

家
側
か
ら
見
れ
ば
、

「以
他
領
令
押
妨
令
註
籠
自
分
者
」
と
批
難
し
、

「此
条
無

　
　
　

其
謂
事
也
」
と
さ
れ
る
も
の
で
あ

っ
た
。
本
所
領
家
側
か
ら
す
れ
ば

「
依
註
進
前

後
」

っ
て
決
め
る

「
当
知
行
」
が
知
行

の
正
当
性
を
決
定
す
る
も
の
で
は
な
く
、

　　
　

「有
謹
文
哉
之
由
相
尋
」
或

い
は

「
可
依
文
書

(
一
円
支
謹
、
地
頭
請
文
)
之
理

　
　
　

非
事
也
」
と
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

勿
論
、
文
安
元
年

(
一
四
四
四
)
五
月
廿
五
日
の
建
内
記
に
よ
れ
ば
、
知
行
の

由
緒
を
地
頭
藤
田
氏
に
相
尋
ね
た
虜
、
本
所
領
家
に
し
て
は
、
と
て
も
知
行
の
由

緒
と
し
て
有
効
と
考
え
ら
れ
な
い
観
磨
己
後
の
、
既
に
棄
破
さ
せ
る
べ
き
以
往
之

謹
文
に
属
す
る
兵
根
料
所
預
状
や
半
済
預
状
、
そ
れ
に
下
知
状
な
ど
を
根
拠
に
し

て
い
る
の
で
あ

っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
中
に
は
全
く

「
御
成
敗
」
と
は
言
え
な
い

挙
状
等
も
含
ま
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
武
家
側
か
ら
す
れ
ば
、
現
実
の

当
知
行
所
領
が
安
堵
の
対
象
と
さ
れ
る

こ
と
が
原
則
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
当
知
行

は
、

「
可
支
申
仁
鴇
)が
無
い
限
り
幕
府

・
守
護
に
よ

っ
て
安
堵
さ
れ
る
の
が
定
法

　れ
　

と
な

っ
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、
先
に
地
頭
が
提
出
し
て
い
る
謹
文
類
は
こ
の
よ

う
な
当
知
行
を
間
接
に
動
機
づ
け
る
謹
明
と
し
か
み
て
い
な
い
。
こ
れ
ら
は
幕
府

・

守
護
よ
り
下
付
さ
れ
た
も

の
で
あ
れ
ば

よ
か

っ
た
の
で
、
従

っ
て
、
こ
れ
ら
の
文

書
に
つ
い
て
も
文
書
年
紀
そ
の
も
の
が
考
え
ら
れ
は
す
る
が
、
当
知
行
の
事
実
を

安
堵
の
要
件
と
し
て
い
る
封
建
法
の
目
的
で
あ
る
所
領
に
は
不
知
行
回
復
の
た
め

に
、
そ
の
由
緒
と
な
る
謹
文
の
有
効
性
を
論
ず
る
こ
と
は
、
本
来
的
に
は
無
意
味
で

あ

っ
た
。
従

っ
て
、
文
書
年
紀
そ
の
も

の
は
本
所
領
家
の
不
知
行
所
領
の
回
復
を

す
る
際
の
謹
文
の
有
効
期
限
を
劃
す
る
た
め
に
は
存
す
る
も
の
で
あ

っ
た
。

こ
の
こ
と
は
ま
た
、
第
日
史
料
、
建
内
記
、
文
安
元
年
五
月
廿
八
日
条
に
、
領

家
方
、
万
里
小
路
家
在
庄
代
官
、
斎
藤
丹
後
入
道
良
英
に
宛
て
て
内
々
に
報
告
し

て
来
た
守
護
山
名
方
の
行
政
政
策
に
関
す
る
言
明
の
中
か
ら
も
う
か
が
え
る
。
即

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

む

む

む

む

む

む

む

む

む

む

　
ゆ

　

ち

「地
頭
構
半
済
事
、
不
可
依
文
書
之
理
非
也
、
只
可
依
當
知
行
之
有
無
欺
」
と

あ
る
。
こ
れ
は
、
ま
た
当
時

の
幕
府

・
守
護
の
知
行
政
策
を
示
す
も
の
と
言
え
よ

う
。こ

の
第
口
史
料
に
云
う
、

「
山
名
方

の
法
式
」
は
幕
府
の
封
建
法
の
根
幹
で
あ

る
当
知
行
政
策

の

一
環
と
し
て
宣
言
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
具
体
的
に

は
、
文
安
元
年

(
一
四
四
四
)
三
月
廿
二
日
に
公
布
さ
れ
た
所
謂
郡
散
合
事
書
の

執
行
と
密
接
な
関
係
が
あ
り
、
在
地
に
お
け
る
知
行
状
態
が
当
知
行
で
あ
り
、
而

も

「可
支
申
仁
」
が
無
い
と
い
う
こ
と
が
そ
の
当
知
行
を
安
堵
す
る
と
い
う
先
の

幕
府
当
知
行
政
策

の
前
提
を
為
す
行
政
行
為
で
あ
る
故
に
、

「当
知
行
」
に
つ
い

て
異
議
を
唱
え
て
い
る
者
に
対
し
て
、
そ
の
異
議
が
幕
府
の
当
知
行
政
策
と
相
入

れ
る
も
の
か
否
か
の
判
断
も
含
め
て

「
可
支
申
仁
」
の
存
否
を
幕
府
に
報
告
し
て

ゆ
く
の
が
、
守
護
と
し
て
の
立
場
で
あ

っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
従

っ
て
、
郡

散
合
に
関
連
し
て
諸
国
諸
庄
園
の
検
注
が
な
さ
れ
、
し
か
も

「就
当
知
行
可
被
尋

　れ
　

次
第
」
と
の
幕
府
の
郡
散
合
に
対
す
る
基
本
方
針
に
対
す
る
現
地
で
の
行
政
執
務

担
当
者
と
し
て
は
、
こ
の
よ
う
な
行
政
判
断
も
そ
の
権
限
の
範
囲
に
入
れ
ら
れ
る

べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
し
、
そ
の
た
め
の
審
問
が
守
護
所
に
お
い
て
行
わ
れ
て
い
る

の
が
守
護
裁
判
所

の
審
問
風
景
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
事
実
を
念
頭
に
お
い
て
、
こ
の

「山
名
の
法
式
」
と
表
示
さ
れ
た

背
景
を
見
る
と
、
領
家
、
万
里
小
路
家
は

「散
合
に
よ
り
半
済
分
が
地
頭
の
当
知

　
の
　

行
所
領
と
確
認
さ
れ
る
こ
と
は
明
ら
か
に
不
利
で
あ
る
。
」
そ
こ
で
、

「
万
里
小

路
時
房
は
本
所

一
円
の
由
緒
を
示
す
文
書
を
も

っ
て
地
頭
註
文
を
非
法
と
し
、
当

　む
　

知
行
の
確
認
を
破
る
た
め
に
訴
訟
に
も
ち
こ
ん
だ
。
」
の
で
あ

っ
た
。
と
こ
ろ
が
、

そ
の
回
答
と
し
て
示
さ
れ
た
の
が
、
こ
の
山
名
法
式
の
地
頭
等
半
済
当
知
行
安
堵

宣
言
で
あ

っ
た
。
若
し
、
こ
の
よ
う
に
解
す
る
と
、
如
何
に
も
領
家
の
反
論
と
守
護

方
の
回
答
が
噛
み
合

っ
て
い
な
い
感
が
強
い
。
そ
こ
で
、
幕
府
法
に
云
う

「
可
支

申
仁
」
の
存
在
と
云
う
の
は
、
知
行
由
緒
を
示
す
誼
文

(荘
園
領
主
"
領
家
の
地
位
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を
証
拠
づ
け
る
本
権
証
文
)
と
し
て
の
文
書
の
所
持
者
の
存
在
を
言

っ
て
い
る
の

で
は
な
く
、
矢
張
り

「
当
知
行
」
の
事
実
に
根
ざ
し
た
現
実
の
知
行
者
、
も

っ
と

ヘ

ヘ

へ

む

む

む

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

具
体
的
に
言
え
ば
、
過
去
に
当
知
行
に
基
づ
い
て
安
堵
下
知
状
を
下
付
さ
れ
て
当

ら

ヨ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

知
行
し
て
い
た
者
達
に
よ
る

「
支
申
」
す
事
実
の
存
在
が
な
い
こ
と
が
当
知
行
安

む

む

む

む

む

む

む

む

む

む

む

む

堵
の
要
件
と
な

っ
て
い
た
の
で
あ
り
、

こ
の
様
な
事
実
の
存
在
、
不
存
在
の
註
進

む

む

む

む

む

む

む

む

む

む

む

む

む

む

を
す
る
の
が
守
護

の
役
割
で
あ

っ
た
。

守
護
裁
判
所
に
お
け
る
審
判
は
、

こ
の

「可
支
申
仁
」
に
該
当
す
る
も
の
は
、
だ
れ
か
を
決
定
す
る
事
で
あ

っ
た
。
こ
の

様
に
守
護
裁
判
所

の
審
判
の
目
的
を
見

て
ゆ
く
と
、
第
口
史
料
に
見
え
る

「地
頭

む

む

む

む

む

む

稻
半
済
事
、
不
可
依
文
書
之
理
非
也
」
と
い
う
守
護
所
の
回
答
が
、
決
し
て

「
希

代
事
也
」
と
驚
く
に
足
る
こ
と
は
な
い
筈
で
あ
る
。
安
堵
の
効
力
及
び
そ
の
手
続

に
つ
い
て
は
、
吉
田
論
文
に
詳
し
い
。

そ
こ
で
は
、
石
井
良
助
博
士
に
よ
る
研
究

を
再
確
認
し
、
明
確
な
見
透
の
あ
る
見
解
を
な
さ
れ
て
い
る
。
鎌
倉
幕
府
よ
り
室
町

幕
府
に
至
る
間
に
、
建
武
政
権
の
知
行

に
対
す
る
法
制
と
し
て
確
認
さ
れ
て
い
る

　ロ
　

コ

同
之
法
」
を
経

て
、
室
町
幕
府
の
磨
安
の
当
知
行
安
堵
法

へ
と
発
展
し
て
来

た
の
で
あ
る
。

　お
り

鎌
倉
幕
府
の
安
堵

の
方
式
は
弘
安
七
年

(
一
二
八
四
)
十
月
廿
九
日
の
追
加
法

に
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
周
知
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、

む

む

一
、

安

堵

御

下

文

事

、

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

右
、
不
可
准
御
成
敗
、
訴
訟
出
来
之
時
者
、
就
理
非
可
被
裁
許
焉
、

と
あ

っ
て
、
当
時
の

「
安
堵
」
の
訴
訟
法
上
に
お
け
る
地
位
を
規
定
し
た
法
令
で

あ
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
、

「
御
成
敗
」
と
は
御
家
人
の
特
権
を
維
持
す
る
た
め
に

約
束
さ
れ
た
封
建
法
上
の
手
続
即
ち
、
裁
判
に
よ

っ
て
得
た
理

(非
)
で
あ

っ
た
。

他
方
、

「
安
堵
」
は
そ
れ
と
は
対
照
的
な
も
の
で
将
軍

・
幕
府
に
よ
る

一
旦
の

保
障
、
即
ち
訴
訟
制
度
上

の
略
式
行
為

で
あ

っ
た
。
従

っ
て
、
こ
の
両
者
の
法
的

性
格
は
自
ら
異
な
る
も
の
で
あ

っ
た
。
只
、
し
か
し
、

「
御
成
敗
」
が
何
等
か
の

政
治
的
劃
期
を
斎
ら
す
た
め
に
、
将
軍

に
よ
り
発
せ
ら
れ
た
顯
著
な
内
容
を
持

っ

て
い
た
場
合
が
あ

っ
た
。
こ
れ
は
、
当
時

「
不
易
法
」
と
謂
は
れ
、
御
成
敗
と
し

て
の
本
来
の
性
格
に
加
え
て
、
徳
政

(令
)
に
越
訴
禁
止
の
條
項
が
含
ま
れ
て
い

る
よ
う
に
、
そ
の
判
決

・
法
令
を
永
く
厳
守
さ
せ
た
い
た
め
、
再
度
訴
訟
さ
せ
る

べ
き
も
の
と
し
な
い
法
的
性
格
を
も

つ
場
合
が
あ

っ
た
。

実
は
、
本
稿

で
は
斯
様
な
場
合
を
中
間
項
に
介
し
て
知
行
安
堵
法
が
成
長
し
て

来
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。
封
建
的
主
従

(関
係
)
法
か
ら
す
る
と
、

ヘ

ヘ

へ

こ
の
知
行
安
堵
法
は
勿
論
、
当
知
行
安
堵
法
を
意
味
す
る
の
で
あ

っ
て
、
現
実
の

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

状
態
、
即
ち
現
実
に
有
効
な
領
主
持
権
が
保
障
の
対
象
と
し
て
関
心
の
あ
る
と
こ

ろ
で
あ

っ
て
、
過
去
の
も
の
に
は
意
を
注
そ
が
な
い
性
格
を
も

っ
て
い
る
。
し
か

　
ふ
　

し
、
只
、
吉
田
論
文
も
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
将
軍

・
幕
府
の
下
し
た
安
堵
保

障
の
下
文
等
に
、
由
緒

(権
原
)
と
し
て
の
法
意
識
が
生
成
し
て
く
る
に
つ
れ
て
、

安
堵
状
そ
の
も

の
が
授
与
特
権
化
し
て
、
由
緒
謹
文
と
さ
れ
て
く
る
。
こ
＼
で
現

実
の

「当
知
行
」
を
伴
な
わ
な
い
安
堵
状
と
の
関
連
を
ど
う
す
る
か
ゴ
問
題
と
な

り
こ
こ
で
、

「文
書
年
紀
」
の
制
が
効
力
を
も

つ
よ
う
に
な

っ
た
の
で
は
な
い
か

と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

本
稿
本
節
で
取
扱
う
最
後
第
四
史
料
は
、
そ
の
間
の
事
情
を
説
明
し
て
く
れ
る

史
料
で
あ
る
。

こ
の
史
料
で
は
裁
判
上
に
お
け
る

「
誰
文
」
と

「当
知
行
」
と
何
れ
を
由
緒

(権
原
)
化
す
る
か
の
過
程
を
示
す
事
例
と
し
て
検
討
す
る
に
値
い
す
る
。

既
述
し
た
こ
と
で
は
あ
る
が
、
当
時
は
、
知
行
の
由
緒
に
二
種
存
し
た
と
考
え

ら
れ
る
。
そ
の

一
つ
が
、
謹
文
が
示
す
由
緒

(権
原
)
で
あ
り
、
他
は
、
当
知
行

等
に
現
は
れ
る
権
原
化
さ
れ
た
法
慣
行
で
あ
る
。
こ
の
史
料
に
見
え
る
領
家
、
万
里

　め
　

小
路
家
の
主
張
は
、

「本
所

一
円
知
行
之
子
細
御
判
」
、

「
吉
川
上
庄

一
円
支
謹

　　
　

(中
略
)
及
地
頭
等
請
文
正
文
等
」
に
現
わ
れ
て
い
る

「文
書
」
に
知
行
の
由
緒

を
示
す
も
の
と
み
て
い
る
。
特
に
、

「
嘉
吉
元
年
止
彼
違
乱
[

]不
承
引
者
、
可

(度
)

(57
)

被
付
地
頭
職
於
領
家
之
由
、
任
度
日
地
頭
請
文
等
被
成
下

御
教
書
候
」
、
と
あ

っ
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て
、
こ
の
領
家
、
地
頭
間
に
交
換
さ
れ
た
請
文
は
、

「
相
當
憲
法

(
中
略
)
任
文

　お
　

書
之
道
理
[

]
被
経
御
沙
汰
之
様
可
被
申
候
」
と
い
う
の
が
領
家
側

の
訴
の
趣
旨

で
あ

っ
た
こ
と
か
ら
も
こ
の
よ
う
に
理
解
し
う
る
。

勿
論
、
こ
れ
に
対
す
る
に
、
地
頭
側

は
守
護
代
入
澤
氏
に
対
し
て
も
、

「
地
頭

　ま
　
　

等
捧
半
済
當
知
行
[

]
」て
い
る
し
、
守
護
代
入
澤
氏
は
そ
れ
を
請
け
て
、
領
家
側
に

　　
　

対
し
、「
傍
不
可
及
先
日
之

一
状
云
々
、
不
得
其
意
事
也
」
と
返
答
し
て
お
り
、
そ

こ
に
は
地
頭
が
在
地
に
お
け
る
半
済
当
知
行
の
事
実
を
承
認
し
て
も
ら
う
べ
く
、

努
力
し
て
い
る
こ
と
が
見
え
、
ま
た
双
方

の
協
力
ぶ
り
も
う
か
が
え
る
の
で
あ
る
。

勿
論
、
こ
の
半
済
当
知
行
は
第
四
史
料
、
建
内
記
、
文
安
元
年

(
一
四
四
四
)

　
　
　
　

六
月
九
日
条
に
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
地
頭
、
藤
田

一
族
は

「永
享
[

]
耀
観

。

…

(事

掠

申

御
)
・

・

…

(60
)

鷹
棄
掲
之
御
判
、
稻
国
引
懸
口
口
口
口

下
知
押
妨
候
」
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
今

度
の
郡
散
合
に
伴
う
領
域
改
革
を
目
的

と
す
る
線
引
実
施
に
付
随
し
て
、
兵
根

一

旦
の
預
状
等
、
棄
破
さ
れ
る
べ
き
預
状

、
下
知
状
の
御
判
を
も

っ
て
、
当
知
行
を

正
当
付
け
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
領
家
側
が
最
終
段
階
の
主

張
と
し
て
、
幕
府

・
守
護
の
執
行
に
関
連
し
た

「
国
引
懸
事
」
は

一
円
所
領
の
場

合
と
半
済
当
知
行
の
場
合
と
は
同

一
に
扱
は
れ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
主
張
を
し

て
い
る
こ
と
か
ら
み
て
も
、
事
実
上
の
半
済
当
知
行
は
す
で
に
容
認
さ
れ
て
い
る

こ
と
が
理
解
さ
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
領
家
と
地
頭
の
訴
陳
の
問
答
か
ら
考
察
出
来
る
こ
と
は
、
地
頭
の

　ね
　

半
済
当
知
行
安
堵
は
、

「
当
所
地
頭
半

済
な
ど
と
任
雅
意
註
進
さ
せ
候
」
と
あ
る

な
ど
、
在
地
に
お
け
る
名
主
の
協
力
も
得
ら
れ
て
、
事
実
誼
明
の
判
形
を
得
て
自

傍
註
進
し
た
こ
と
か
ら
も
窺
え
る
よ
う
に
、
在
地
の
名
主

・
百
姓
等
の
現
実
の
協

力
も
得
て
い
た
よ
う
で
あ

っ
た
。
そ
し
て
、
上
層
に
当
た
る
階
層
で
は
地
頭
、
守

護
代
そ
し
て
、
守
護
使

・
守
護
、
そ
れ
に
幕
府
と
の
そ
れ
ぞ
れ
の
間
に
お
け
る
対

応
は
、
地
頭
の
領
主
支
配
の
現
実
11

「当
知
行
」
を
積
極
的
に
是
認
し
て
ゆ
く
現

実
政
策
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
、

「
地
頭
稻
半
済
事
、
ロ
バ、
可
依
當
知
行
之
有
無
欺
、

　お
　

是
山
名
方
之
法
式
云
々
」
と
公
言
し
た
り
、
又
第
e
史
料

の

「地
頭
口
前
註
進
之
、

以
半
分
註
籠
地
頭
分
欺

間
、
於
干
今
者
無
方
便
云
々
」
と
い
う
守
護
使
、
垣
屋

越
前
守
の
執
行
態
度
と
な

っ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
了
解
し
て
始
め
て
、

守
護
は
当
知
行
の
事
実
の
存
否
の
審
理
が
そ
の
役
割
で
あ

っ
た
こ
と
が
理
解
出
来

る
と
同
時
に
、
そ
の
次
の
段
階
、
即
ち
第
二
次
封
建
関
係
の
発
生
と
共
に
、

「
地

　お
　

頭
乞
請
守
護
安
堵
云
々
」
と
い
う
状
態
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な

っ
て
ゆ
く
の
も
当

然
と
な
し
う
る
の
で
あ
る
。

三

こ
の
当
知
行
安
堵
の
問
題
を
制
度
論
的
に
考
え
る
た
め
に
は
、
既
述
の
よ
う
に

幕
府

(国
王
)
に
よ
り
認
知
さ
れ
て
い
る
知
行
の
由
緒
と
し
て
二
種
類
を
想
定
し

　お
　

て
み
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
そ
の

一
つ
は
朝
廷
に
淵
源
す
る
授
与
特
権

(
中
世
イ
ン

グ
ラ
ン
ド
の
フ
ラ
ン
チ
ヤ
イ
ズ
に
当
た
る
も
の
)
に
よ
る
権
原

(由
緒
)
の
授
与
、

他
の

一
つ
は
在
地
法
慣
行
の
幕
府

・
守
護
に
よ
る
承
認
に
よ

っ
て
創
設
さ
れ
た
権

原

(由
緒
)
で
あ
る
。

鎌
倉
後
期
頃
か
ら
前
者
が
所
謂
領
家
方
と
構
さ
れ
、
後
者
が
所
謂
地
頭
方
と
言

わ
れ
て
い
た
。
こ
れ
を

「職
の
体
系
」
に
則
し
て
領
家
職
、
地
頭
職
と
い
う
。
こ

の
後
者
の
地
頭
職

(地
頭
方
)
の

「
在
地
の
法
慣
行
か
ら
由
来
す
る
権
原
」
の
創

設
に
は
、
専
ら
守
護
に
よ
る
当
知
行
安
堵
が
か

＼
わ

っ
て
来
た
と
考
え
ら
れ
る
。

右
の
よ
う
な
視
点
か
ら
見
れ
ば
、
本
来
、
職
の
補
任
権
は
公
家
本
所
に
あ
る
と

さ
れ
て
き
た
も
の
だ
が
、
当
時
は
す
で
に

「
所
領
の
宛
行
」
と
、

「
職
の
宛
行
」

と
が
同

一
内
容
を
も

つ
も
の
の
表
現
の
相
異
で
あ

っ
た
こ
と
を
思
え
ば
、
職
11
所

領
と
な

っ
て
、
共
に
不
動
産
物
権
で
あ

っ
た
こ
と
は
、
先
に
も
見
た
通
り
十
分
理

解
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

　　
　

 長
禄
二
年

(
一
四
五
八
)
と
推
定
さ
れ
る
違
乱
排
除
の
訴
訟
の
言
上
案
に
よ
れ
ば
、

当
該
高
山
庄
地
頭
職
は
恩
賞
と
し
て
足
利
尊
氏
よ
り
建
武

・
文
和
年
間
に
勝
尾
寺
が
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寄
進
を
受
け
た
も
の
で
、
こ
れ
が
知
行
す

べ
き
由
緒
で
あ

っ
た
し
、
以
来
弘
源
寺
殿

(管
領
、
細
川
持
之
)
の
安
堵
の
証
判
を
受
け
て
き
た
と
さ
れ
、
更
に
、
事
実
上
の

支
配
も
怠
り
な
く
行
わ
れ
て
い
る
と
の
申
出
も
あ

っ
た
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。

他
方
、
浄
土
寺
は
長
禄
二
年

(
一
四
五
八
)
直
務
を
主
張
し
、
代
官
を
下
向
さ

せ
て
、
年
貢
を
徴
収
し
よ
う
と
し
た
際

に
、
在
地
の
付
属
的
特
権
領
主
た
る
地
頭

職
所
有
者
で
あ
る
勝
尾
寺
に
年
貢
を
押
領
さ
れ
た
の
で
、
守
護
所
に
訴
え
て
い
る

の
で
あ
る
。

問
題
の
所
在
を
明
確
に
す
る
た
め
に
、
既
述
し
た
よ
う
に
本
所
、
荘
園
領
主
、
浄

土
寺
の
所
持
す
る
権
原
を
朝
廷

(
国
王
)
の
授
与
特
権
付
与
に
よ
る
荘
園
高
級
領
主

権
と
規
定
し
、
勝
尾
寺
の
幕
府
よ
り
寄
進
さ
れ
た
地
頭
職
を
そ
の
付
属
的
領
主
権
と

認
識
し
う
る
と
考
え
る
と
、
勝
尾
寺
は
武
家
の
御
祈
祷
所
と
し
て
御
祈
祷
の
精
誠
を

致
す
た
め
に
、
当
知
行
し
て
い
る
と
い
う
事
実
行
為
に
基
づ
い
て
、
恒
久
的
な
法
的

効
果
の
あ
る

「安
堵
」
の
証
判
を
受
け
た
い
と
守
護
所
に
訴
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

当
時
は
、
現
地
の
守
護
に
よ
る
当
知
行
の
存
否
の
注
進
並
び
に

「沙
汰
付
」
が

背
景
に
な

っ
て
、
幕
府

・
将
軍
の
知
行
安
堵
の
制
が
成
立
し
て
い
た
こ
と
か
ら
見

れ
ば
、
守
護
の
右
の
よ
う
な
権
限
は
幕
府
の
法
制
度
た
る
知
行
安
堵
制
に
お
け
る

重
要
な
要
件
と
な

っ
て
い
た
こ
と
を
示
す
。

　
　
　

勝
尾
寺
は

「安
堵
之
御
判
等
其
外
任

当
知
行
旨
、
被
成
下
御
判
者
」
と
か
、

　お
　

「為
寺
家
重
代
御
判
被
頂
載
候
者
」
と

か
、
懸
命
に
守
護
に
懇
願
し
て
い
る
の
は

荘
園
領
主
、
浄
土
寺
と
地
領
職
所
有
者
勝
尾
寺
の
両
者
の
も

つ
知
行
権
の
競
合
関

係
に
つ
い
て
当
時
は
未
だ
決
定
的
要
素
が
存
し
な
か

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
即
ち

当
知
行
安
堵
制
の
生
成
の
過
程
だ

っ
た
と
思
わ
れ
る
。

か
く
て
、
勝
尾
寺
の
地
頭
職
安
堵
の
御
判
申
請

の
結
果
は
、
長
禄
三
年

(
一
四

五
九
)
十
月
十
五
日
、
細
川
道
賢
の
管
領
奉
書
に
よ

っ
て
、
幕
府
の
意
思
と
し
て

勝
尾
寺
を
当
知
行
人
と
し
て
在
地
の
沙
汰
人

・
百
姓
に
宛
て
、
年
貢
の
納
付
を
命

じ
て
お
り
、
更
に
、
同
年
十
二
月
廿
四
日
、
同
じ
く
同
管
領
奉
書
に
よ
り
訴
訟
の

裁
決
が
あ

っ
た
の
は
、
勝
尾
寺
に
所
務
権
を
認
め
、
そ
の
権
限
に
よ
る
年
貢
徴
収

権
を
保
障
し
た
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
既
に
、
所
務
即
ち
、
荘
園
の
田
畠
等
下
地
の
管
理
、
収
益
事
務
の
知
行

権
の
存
否
の
争
に
関
す
る
訴
訟
の
手
続
自
体
は
、

「外
題
安
堵
法
」
の
制
定

(弘

安
七
年
)
が
見
ら
れ
る
に
従
い
、

「知
行
す
べ
き
由
緒
」
は
、
本
権
か
ら
独
立
し

は
じ
め
る
。
知
行
保
持

・
回
収
の
訴
訟
は
本
権
訴
訟
が
提
起
さ
れ
な
い
限
り
、

一

　お
し

個
の
独
立
し
た
訴
訟
と
な

っ
て
い
た
。
こ
れ
は

「本
権
を
所
有
す
る
荘
園

(高
級

特
権
)
領
主
」
よ
り
自
立
し
、
そ
の
荘
園
経
営
に
お
け
る
勧
農
権
を
中
心
と
す
る

(付
属
的
下
級
)
在
地
領
主
権
で
あ
る
地
頭
職
の
方
が
経
済
上

・
政
治
上
主
体
的

地
位
に
上
昇
し
て
来
た
こ
と
を
示
す
。

そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
事
実
の
経
過
の
中
で
幕
府

(封
建
国
王
)
と

(
下
級
)

在
地
領
主

(
封
建
領
主
)
と
の
間
に
、
領
主
特
権
を
封
建
契
約
上
の

「
封
土
」
と

す
る
主
従
関
係
が
生
じ
て
く
る
。
そ
し
て
、
こ
の
封
臣
の
所
有
す
る
特
権
を
保
障

す
る
た
め
に
、

「
当
知
行
安
堵
の
制
」
が
生
れ
た
の
で
あ
る
。
旦
ハ体
的
に
は
、
先

づ
第

一
段
階
と
し
て
在
地
領
主
特
権
に
対
し
、
時
効
制
度

(
年
紀
制
)
の
確
立
が

図
ら
れ
、
自
立
領
主
権
と
し
て
本
所
法
と
は
別
個
に
承
認
さ
れ
る
よ
う
な
制
度
の

創
設
に
な

っ
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
時
効
に
よ
る
当
知
行

(占
有
)
の
権
原
化
で
あ
る
。
即
ち
土
地
支
配
上
、

事
実
上
の
占
有
が
法
律
関
係
に
あ
る
も
の
と
し
て
保
護
さ
れ
、
法
律
上
の
占
有
-

即
ち
、
こ
の
当
時
は

「
知
行
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
が
ー
1
に
昇
華
さ

れ
、
付
属
権
的
性
質
か
ら
自
立
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
知
行
の
発
展
と
い
わ

れ
る
も
の
で
あ
る
。

既
に
、
述
べ
た
如
く
、
荘
園
領
主
、
本
所
領
の
権
原
を
示
す
由
緒
は
朝
廷
の
封

戸
、
功
田
、
職
事
田
等
に
淵
源
す
る
貴
族
的
特
権
授
与
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
そ

れ
故
、
本
来
こ
の
由
緒
を
示
す
公
験
文
書
は

「
年
紀
制
」
に
左
右
さ
れ
る
性
質

の

　　
　

も

の

で

は

な

い
。

(

「
不

可
依

文

書

年

紀

」

)

。

し

か

し

、

同

時

に

、

こ
れ

は

、
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磨
永
廿
九
年

(
一
四
二
二
)
の

「御
成
敗
条
々
」
の
中
の

「
寺
社
本
所
領
訴
訟
事
」

(
一
六
九
号
)
に
、
寺
社
が
そ
の
所
領

に
関
し
、
そ
の
由
緒
を
証
明
す
る
公
験
を

所
持
し
な
い
場
合
、
そ
れ
が
た
と
え
、

「
寺
社
本
所
領
」
だ
と
し
て
も
、
幕
府
と

し
て
は
、
裁
判
の
対
象
と
し
な
い
と
さ
れ
る
。
こ
の
条
文
は
ま
た
、
次
の

一
七
三

号
条
文

「
諸
人
訴
訟
事
」
と
も
関
連
す

る
。
こ
れ
は
由
緒
を
示
す
公
験
に
関
す
る

訴
訟
提
起
の
有
効
期
限
を
設
け
た
も
の

で
、

「
錐
為
権
門
、
於
或
年
紀
馳
過
、
或

　　
　

不
帯
公
験
者
、
不
可
有
御
裁
許
焉
」
と
あ
る
。
こ
れ
は
共
に
、

「
当
知
行
」
と
の

関
連
で
知
行
回
復
の
た
め
の
、
文
書

の
も

つ
訴
訟
提
起

の
有
効
期
限
を
劃
し
た
も

の
で
あ

っ
た
。

　　

こ
の
点
、
も
う
少
し
立
入

っ
て
考
え

て
み
る
と
、

二

、
諸
人
安
堵
事
」
に
も

あ
る

「
諸
人
」
は
、
こ
の

一
七
三
号
条
文
の

「
諸
人
訴
訟
事
」
の

「
諸
人
」
の
場

合
と
同
じ
で
あ
ろ
う
と
す
る
と
、
権
門
も
含
ま
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る

と
重
大
な
法
制
改
革
を
宣
言
し
た
こ
と
に
な
る
。
即
ち
、
文
書
の
年
紀
馳
過
は
所

領
の
不
知
行
回
復
に
由
緒
と
し
て
役
立

っ
て
い
た
権
原

(
由
緒
)
を
示
す
文
書
自

身
具
有
し
て
い
る

「安
堵
」
請
求
権
の
有
効
期
限
が
切
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ

は
訴
訟
法
上
で
は

「
不
帯
公
験
」
場
合
と
同
列
に
取
扱
は
れ
て
共
に
、
た
と
え
訴

訟
が
な
さ
れ
て
も
、
裁
許

の
対
象
に
は
出
来
な
い
。
こ
う
し
て
、
文
書
の
年
紀
馳

過
の
場
合
は
訴
権
が
消
滅
す
る
こ
と
に
な

っ
て
い
る
。
こ
れ
は
勿
論
、
知
行
の
由

緒
を
主
張
す
る
こ
と
も
禁
止
さ
れ
る
結
果
を
斎
す
。

か
く
て
、
主
要
な
寺
社
本
所
門
跡
所
領
以
外

の
権
門
の
場
合
は
、

「当
知
行
」

と
い
う
事
実
が
あ
る
場
合
、
並
び
に
不
知
行
回
復
を
は
か
る
と
き
に
も
文
書
の
年

紀
内
の
場
合
に
限

っ
て
、
安
堵
御
判
を
下
付
す
る
こ
と
に
な
る
の
は
定
法
で
あ
る

と
い
う
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な

一
連
の
改
革
令
か
ら
見

る
と
、
石
井
良
助
博
士
の

「文
書
年
紀
制

　
れ
　

の
創
設
は

『当
知
行
安
堵
制
』
の
確
立

の
た
め
の
付
随
的
制
度
で
あ
る
。
」
と
説

明
さ
れ
て
い
る
の
は
卓
見
と
い
わ
ね
ば

な
ら
ぬ
。

　
れ
　

こ
の
磨
永
廿
九
年

(
一
四
二
二
)
の

「
御
成
敗
条
々
」
に
お
い
て

「
文
書
年
紀

制
」
が
法
制
化
さ
れ
た
こ
と
は
、
同
時
に
権
門
、
武
家
共
に
安
堵

の
御
判
は
当
知

行
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
不
知
行
の
場
合
も
共
に
謹
文
の
有
効
期
限
は
年
紀
内
に

限
る
と
い
う
こ
と
に
な

っ
た
わ
け
で
あ
る
。

従

っ
て
、

「年
紀
馳
過
」
は
由
緒
と
さ
れ
て
き
た
謹
文
に

つ
い
て
も

「
訴
権
の

消
滅
」
を
来
す
と
さ
れ
る
。
文
書
年
紀
制
が
施
行
さ
れ
る
と
、
由
緒
を
示
す
文
書

の
年
紀
が
馳
過
し
た
場
合
は
、
事
実
上
の
不
知
行
の
場
合
に
、
そ
の
知
行
回
復

の

訴
権
が
消
滅
す
る
こ
と
に
な
る
と
宣
言
し
た
こ
と
に
な
る
。

室
町
幕
府
法
の
応
永
廿
九
年

(
一
四
二
二
)
と
言
え
ば
、
将
軍
は
義
満
か
ら
義

教
に
入

っ
た
時
で
専
制
封
建
期
に
入

っ
た
時
代
で
あ
る
。
こ
の
時
期
、
す
で
に

「御
成
敗
条
々
」
中
に

「諸
人
安
堵
事
」
を
設
け

「
就
当
知
行
、
被
下
安
堵
御
判

　れ
　

者
、
普
通
之
儀
也
」
と
言

っ
て
い
る
。
こ
れ
は
封
建
制
に
お
け
る
土
地
制
度
が
完

成
さ
れ
た
こ
と
を
示
し
、
当
時
は
、
封
建
法
に
お
け
る
封
主

(
幕
府

・
将
軍
)
が

封
臣

(御
家
人
)
に
対
し
、
領
主
特
権
と
し
て
の
権
原
を
保
障
す
る
た
め
、

「
安

堵
御
判
」
を
下
付
す
る
の
は
通
常
よ
く
行
わ
れ
る
法
例
で
あ

っ
た
と
い
う
。
こ
う

し
て
封
主
が
封
臣
と
の
間
で
保
障
協
約
が
締
結
さ
れ
る
に
際
し
て
は
、
必
ず
当
知

行
を
必
要
々
件
と
し
て
安
堵
御
判
を
行
う
の
で
あ

っ
た
。

封
建
封
主
た
る
幕
府

・
将
軍
は
封
臣
と
し
て
の
御
家
人
の
奉
公
に
対
す
る
御
恩

と
し
て
の
知
行
政
策
を
考
え
る
の
は
当
然
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
の
磨
永
廿
九
年
法

は
、
同
時
に
荘
園
領
主
の
由
緒
に
対
し
て
も
幕
府
の
承
認
権
が
存
在
す
る
こ
と
を
示

し
て
い
る
も
の
で
あ

っ
た
。
従
来
、
荘
園
領
主
は
高
級
特
権
に
属
し
て
い
た
か
ら
、

律
令
国
家
の
国
王
た
る
朝
廷
が
、
そ
の
下
封
し
た
授
権
の
有
効
性
11
由
緒
の
存
在
、

不
存
在
の
確
認
を
裁
許
す
る
も
の
で
あ

っ
た
。

そ
れ
が
応
永
廿
九
年
の

「
御
成
敗
条
々
」
に
よ
る
と
、

「
干
異
他
」
寺
社
本
所

門
跡
を
除
き
、
其
の
外
の
権
門
に
対
し
て
も
封
建
的
主
従
契
約
法
の

一
つ
と
し
て

「
当
知
行
」
の
存
否
を
要
件
と
す
る
よ
う
に
な

っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
更
に



す
す
ん
で
文
明
八
年

(
一
四
七
六
)
に
は
そ
の
施
行
に
つ
い
て
、
幕
府
、
守
護
の

協
力
体
制
に
よ
り
在
地
に
も
権
威
が
貫
徹
す
る
よ
う
に
な
り
、

「任
請
文
」
て
、

幕
府
は
不
知
行
所
領

の
沙
汰
付
を
す
る
こ
と
に
な

っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
状
況
に
な
る
と
、
幕
府

の
行
う
荘
園
領
主
、
寺
社
本
所
の
所
領
に

対
し
て
行
う
、
当
知
行
を
要
件
と
し
た
安
堵
と
、
そ
の
寺
社
本
所
の
所
領
で
あ
る

荘
園
の
付
属
的
下
級
領
主
特
権
、
所
謂
、

「職
」

の
補
任
の
相
互
の
関
係
は
ど
の

よ
う
に
な

っ
て
い
る
か
は
注
目
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

吉
田
論
文
は
幕
府
の

「知
行
安
堵
法
」
の
対
象
の
広
が
り
と
、
本
所
の

「職
の

て訓

補
任
権
」
の
存
在
と
の
関
係
に

つ
い
て
次
の
様
に
述

べ
る
。

に

本
所
勧
修
寺
宮
は
そ
の
所
領
、
近
江
国
清
水
本
庄

の
公
文
職
に
つ
い
て
、
当
知

瀧

行
人
釈
松
丸
に
対
す
る
応
水
±

年

(
西

〇
四
)
九
月
廿
四
日
の
幕
府
の
御
教

磁

鄭

ら
み
て
、
本
所
勧
修
寺
宮
の
申
状
の
内
容
に
よ
る
と
当
知
行
人
釈
松
丸
の
相

壁

伝
し
た
公
文
職
は
犯
科
人
の
譲

(
所
帯
)
で
あ
る
と
し
て
収
公
し
、
幕
府
よ
り
安

健

堵

の
御
教
書
を
掠
申
し
て
自
己
の
所
領
と
し
、
そ
れ
を
テ

コ
に
惣
庄
を
自
己
の
領

ま世

主
権
下
に
お
い
て
い
る
云
々
と
い
う
主
張
で
あ
る
。

紳

こ
れ
に
対
し
、
清
水
本
庄
公
文
職
が

「
相
伝
の
理
非
」

(
公
文
職
の
相
伝
の
由

凋

緒

の
是
非
)
は
慣
例
通
り
本
所
勧
修
寺
宮
の
沙
汰
権
に
あ
る
。
従

っ
て
下
地
支
配

本

即
ち
、
付
属
領
主
特
権
と
し
て
の
公
文
職
は
本
来
、
本
所
勧
修
寺
宮
の
補
任
し
た

辻

所
務
代
官
で
あ
る
雑
掌
が
知
行
す
べ

き
だ
と
い
う
。
そ
し
て
、
守
護
被
官
人
で
あ

ろ
う
釈
松
丸
の
言
う
犯
科
人
の
収
公
に
当
る
所
帯
で
は
な
い
と
し
た
幕
府
裁
判
所

の
判
旨
を
も
と
に
、
裁
判
権
力
が
幕
府

と
本
所
に
割
分
さ
れ
て
い
る
史
料
と
し
て

注
目
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
史
料
か
ら

「
確
か
に
権
力
の
分
有
を
示
す
荘
園
領
主
と

し
て
の
本
所
勧
修
寺
宮
に

『
職
の
補
任

権
」
乃
至

『
相
伝
の
理
非
』

の
存
在
、
不

存
在
の
確
認
権
が
存
在
す
る
と
い
う
考
察
は
こ
の
幕
府
の
御
教
書

の
趣
旨
か
ら
肯

　
れ

け
る
」
と
言
う
。
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「職
」
と
は
、
付
属
的
領
主
特
権
と
し

て
の
下
地
を
知
行
す

べ
き
権
原
で
あ
り
、

知
行
の
由
緒
で
あ
る
。
だ
か
ら

「
職
」
に
補
任
さ
れ
る
こ
と
が
知
行
を
正
当
づ
け

て
い
る
訳
で
あ
る
。
従

っ
て
、

「
職
」
の
補
任
権
の
あ
る
本
所
が
、
そ
の

「
相
伝

の
理
非
」

の
存
在
、
不
存
在
の
確
認
者
、
承
認
者
で
も
あ

っ
た
。

し
か
る
に
、
応
永
廿
九
年

(
一
四
二
二
)
七
月
廿
六
日
、
公
人
奉
行
、
松
田
丹

後
入
道
浄
冑
満
秀
の
係
で
伝
達
し
た

「
御
成
敗
条

々
」

の
中

の

一
七
三
号
条
文

「諸
人
訴
訟
事
」
を
参
考
に
す
れ
ば
、
先

の
御
教
書
の
時
ー

(磨
永
十

一
年
)

(
一
四
〇
四
)
ー
に
は
本
所
の
勧
修
寺
宮
の
本
所
権
に
よ
る

「相
伝
の
理
非
」
の

確
認
裁
判
権
を
是
認
し
て
い
た
。
そ
れ
が
十
八
年
後
の
、
こ
の
法
令
で
は
、
そ
れ

を
否
定
し
、
権
門
に
訴
申
す
聴
訟
も
含
め
て

「
諸
人
訴
訟
事
」
と
規
定
し
た
。

既
に
、
こ
の
聴
訟
十
箇
条
公
布
の
七
月
よ
り
遡
る
こ
と
六
ケ
月
以
前

(
同
年
正

月
)
に
将
軍
義
政
は
勧
修
寺
経
興
を
籠
居
せ
し
め
て
い
る
し
、
二
年
以
前

(磨
永

二
十
七
年
)
に
鳥
丸
豊
光
、
日
野
有
光
等
を
屏
居
せ
し
め
、
更
に
前
年

(鷹
永
廿

八
年
)
九
月
十
四
日
に
は
広
橋
兼
宣
の
所
領
を
没
収
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と

か
ら
み
て
、
当
時
は
す
で
に
権
門
の
沙
汰
権
を
完
全
に
将
軍
自
身

の
手
中
に
収
め

て
し
ま

っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
以
上
、
こ
れ
ら
の
武
家

の
法
制
が
や
が
て
、

「当
知
行
安
堵
制
」
の
完
成
に
寄
与
す
る
。

「
当
知
行
安
堵
」
は
安
堵
申
請
者
の

主
張
に
従
い
、

「可
支
申
仁
」
の
な
い
限
り

(当
知
行
の
証
明
の
存
在
を
条
件
に
)

理
非

.
由
緒
が
争
い
の
対
象
と
な
ら
な
い
。

(
不
論
理
非
)
。
こ
れ
は
封
建
契
約

上
の
特
質
を
示
す
も
の
と
言
え
る
。
こ
こ
で
は
じ
あ
て
、
前
段
階
に
あ

っ
た
弘
安

七
年
法
の
意
味
が
よ
く
理
解
し
う
る
の
で
あ
る
。
幕
府
が
由
緒
の
理
非
を
争
点
と

す
る
必
要
の
な
い
安
堵
の
手
続
と
し
て
、

「当
知
行
安
堵
制
」
を
採
用
し
た
所
似

も
封
建
的
身
分
契
約
の
設
定
に
伴
う
当
然

の
事
で
あ

っ
た
。

か
く
て
、
荘
園
領
主
権
の
中
に
本
所
等

の
高
級
領
主
特
権
と
、
付
属
的
下
級
領

主
権
と
の
所
務
上
の
競
合
関
係
が
う
す
れ
、
更
に

「知
行
安
堵
制
」
が

「年
紀
制
」

(時
効
)
を
超
え
て

「当
知
行
安
堵
制
」
を
創
設
す
る
段
階
に
な
る
。
こ
こ
で
、

し
ば
し
ば
問
題
に
な
る
寺
社
本
所
領
等
権
門
の
所
領
の
不
知
行
地

(回
復
)
の
問
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題
が
あ
る
。
こ
れ
は
武
家
の
付
属
的
下
級
領
主
権
の
自
立
化
に
伴
い
当
知
行
安
堵

の
制
を
実
施
す
る
に
つ
い
て
、
ど
う
し

て
も
整
理
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
問

題
で
あ

っ
た
。

こ
の
よ
う
な
事
情
を
考
え
る
と
、
吉
田
論
文
が
長
禄
二
年

(
一
四
五
八
)
三
月

十
七
日
の
法
令
に
、

一
、
寺
社
本
所
門
跡
領
己
下
、
近
来
違
乱
不
知
行
分
事
、
如

　
　
　

元
被
返
付
之
」
と
あ
る
事
実
に
注
目
さ
れ
る
。
こ
の

「
寺
社
本
所
門
跡
領
己
下
」

と
は
、
応
永
元
年

(
=
二
九
四
)
の

「
寺
社
本
所
領
事
」
の
条
に
言
う
寺
社
本
所

　　
　

領
と
見
合
う
も
の
で
あ

っ
て
、
そ
れ
ら
は
、

「
依
勅
許
所
被
定
下
」
の
重
要
な
寺

社
本
所
領
、
即
ち
、

「禁
裏
、
仙
洞
御
料
所
、
寺
社

一
円
仏
神
領
殿
下
渡
領
等
」

(九
七
号
)
で
あ

っ
て
、
こ
れ
ら
は

「異
干
他
之
間
、
曽
不
可
有
半
済
之
儀
、
固

可
停
止
武
士
之
妨
」

(
同
条
)
と
同

一
、
同
質
の
主
要
寺
社
本
所
領
を
意
味
す
る

も
の
で
あ

っ
て
、

「大
乗
院
寺
社
雑
事
紀
」
長
禄
二
年
四
月
七
日
の
条
に
、

「
随

心
院
よ
り
申
下
相
国
寺
、
建
仁
寺
、
東
福
寺
等
所
領
如
元
被
返
付
之
、
冷
泉
飛
鳥

井
本
領
安
堵
云
々
、
近
日
御
成
敗
可
為
如
普
広
院

(
義
教
)
御
代
云
々
」
と
あ

っ

　れ
　

て
、
禅
宗
大
寺
院
を
中
心
と
し
た
返
付
令
で
あ

っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

そ
し
て
、
こ
の
場
合

「
於
無
縁
仁
者
可
庭
中
之
由
室
町
殿

(将
軍
義
政
)
御
下

　ゆ
　

知
」
と
あ

っ
て
、
返
付
す
べ
き
機
会
が
得
ら
れ
な
か

っ
た
も
の
は
庭
中
に
申
出
る

よ
う
に
指
示
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
そ
の
他
の
重
要
な
寺
社
に
対
し
て
も
無
視
す

る
意
思
の
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
返
付
の
実
施
は
し
ば
し
ば

困
難
に
遭
遇
し
、

一
年
が
か
り
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
長
禄
三
年

(
一
四
五
九
)

五
月
六
日
の
蔭
涼
軒
日
録
に
は
、
せ
っ
か
く
返
付
し
た
寺
社
本
所
領
で
あ
る
か
ら
、

「去
年

(長
禄
二
年
)
還
付
在
所
、
致
訴
訟
輩
可
被
停
止
之
由
、
於
奉
行
被
仰
出

　の
　

也
」
と
あ

っ
て
、
右
の
返
付
に
対
し
て
異
儀
を
申
立
て
る
た
あ
に
訴
訟
に
持
込
む

輩
に
対
し
て
将
軍
は
訴
訟
不
受
理
を
表
明
す
る
こ
と
に
し
た
の
で
あ
る
。

右
の

一
連
の
室
町
殿
の
命
令
と
し
て
出
さ
れ
た
不
知
行
所
領
の
返
付
令
、
そ
れ

に
関
連
し
た
訴
訟
の
不
受
理
の
命
令
等
は

「近
日
御
成
敗
可
為
如
普
広
院

(義
教
)

　　
ソ

御
代
」
と
し
て
義
教
の
発
し
た
御
成
敗

(
不
知
行
寺
社
本
所
領
返
付
令
)
を
不
易

法
化
し
て
、
義
教
時
代
の
返
付
令
の
趣
旨
を
受
け
た
も
の
で
あ

っ
て
、
こ
の
蔭
涼

軒
日
録
の
条
に
見
え
る

「御
成
敗
」
は
、
単
に
判
決
と
い
う
意
味

で
は
な
く
、

「不
易
法
」
を
意
味
し
、
先
代
将
軍
義
教
の
意
志
を
不
易
法
と
し
て
、
そ
れ
に
継

承
し
た
も
の
で
あ

っ
た
。
丁
度
徳
政
令
が

一
っ
の
訴
訟
停
止

(訴
訟
禁
止
)
と
セ
ッ

ト
に
し
た
無
償
返
付
令
で
あ

っ
た
上
に
、
こ
の
無
償
返
付
令
を

「不
易
法
」
化
し

た
も
の
、
そ
れ
が

「徳
政
」
令
で
あ

っ
た
。
従

っ
て
、
こ
れ
に
対
す
る
訴
訟
は
た

と
え
本
権
訴
訟
た
り
と
い
え
ど
も
「停
止
」
(拒
否
)
し
得
た
の
と
同
様
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
不
知
行
所
領
の
返
付

(回
復
)
に
該
当
す
る
対
象
は
将
軍
直
き
、
直

き
の
御
意
志
で
あ
る

「不
易
法
」
に
か
な
う
程
の
重
要
性
を
も
た
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ

だ
け
に
、
そ
の
不
易
法
化
さ
れ
た
寺
社
本
所
門
跡
領
に
対
し
て
は
幕
府

・
将
軍
に
よ

り
特
別
な
取
扱
を
受
け
て
い
た
の
で
あ
る
。
逆
に
そ
れ
以
外
の

一
般
の
所
領
に
つ
い

て
は
、
む
し
ろ
従
来
通
り
に
当
知
行
優
先
の
取
扱
い
に
な

っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
不
易
法
化
の
例
は
鎌
倉
幕
府
下
に
お
い
て
も
そ
の
例
が
あ
る
が
、
こ
の
場

合
も
幕
府
法
制
に
お
い
て
、

一
っ
の
画
期
を
創
設
す
る
必
要
が
あ

っ
た
時
に
当

っ

て
い
た
し
、
そ
の
他
の
徳
政
令
の
公
布
の
場
合
も
同
様
で
あ

っ
た
。

こ
れ
ら
の
事
柄
を
吉
田
論
文
は
室
町
幕
府
は
返
付
令
に
こ
と
寄
せ
て
寺
社
本
所

の
主
張
す
る
由
緒
を
限
定
し
、
足
利
義
教

(
普
広
院
)
の
時
代
の
所
領
に
限
定
の

　ぬ
　

基
準
を
お
い
た
も
の
と
理
解
さ
れ
る
。

従

っ
て
、
吉
田
論
文
の
言
う

「寺
社
本
所

へ
の
知
行
回
復
か
ら
由
緒
を
争
う
訴

　の
　

訟

へ
の
移
行
を
権
力
的
に
拒
否
し
た
も

の
で
あ
る
」
と
見
る
よ
り
も
、
む
し
ろ
、

こ
れ
を
法
史
の
立
場
か
ら
み
て
朝
廷

・
鎌
倉
幕
府
よ
り
継
承
さ
れ
た

「
徳
政
」
令

と
性
格
を
同
じ
く
す
る

「不
易
法
」
を
利
用
し
た
も
の
と
見
る
べ
き
で
あ

っ
て
、

純
粋
の
権
力
的
処
置
と
は
考
え
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

九
条
家
領
、
日
根
庄
は
鎌
倉
中
期
、
天
福
二
年

(
一
二
三
三
)

(貞
永
元
年
の

翌
年
)
の
官
宣
旨
に
よ
り
、

一
円
不
輸
の
荘
園
と
し
て
開
発
さ
れ
、
九
条
家
に
権
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原

(由
緒
)
授
与
さ
れ
た
荘
園
で
あ

っ
た
。

し
か
る
に
、
応
永
廿
六
年

(
一
四

一
九
)

の
不
知
行
の
回
復
を
は
か
る
訴
訟
で
用

い
た
の
は
、
建
武
三
年

(
=
二
三
六
)

の
安
堵

の

一
連
の
文
書
と
応
永
七
年

(
一

四
〇
〇
)
の
安
堵
の
奉
書
で
あ

っ
た
。

こ
れ
は
不
知
行
の
回
復
を
は
か
る
訴
訟
に

お
い
て
、
開
発
の
由
緒
を
提
示
す
る
こ
と
と
同
じ
効
果
を
求
め
て
、
領
有
の
由
緒

を
建
武
三
年

(
=
二
三
六
)
の
安
堵
に
求
め
た
で
あ
る
。
そ
の
建
武
三
年

(
=
二

三
六
)
の
安
堵
と
は
、
足
利
尊
氏
の
安
堵
を
さ
し
、
室
町
将
軍
家
代
々
御
判
の
先

駆
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
り
不
知
行
が
回
復
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
建
武
三
年

(
=
二

三
六
)
の
足
利
尊
氏
の
安
堵
が
由
緒
と
看
倣
さ
れ
て
い
る
と
み
ら
れ
る
。

そ
し
て
、
そ
れ
は

「文
書
年
紀
」
と

の
関
係
な
し
に
不
易
の
法
と
な

っ
た
こ
と

を
示
す
も
の
で
あ
る
。

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

し
か
し
、
こ
の
こ
と
は
幕
府

の
御
恩
を
寺
社
本
所
門
跡
領
等
の
主
要
荘
園

(高

へ

リ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

級
)
領
主
権
の
由
緒
と
み
な
す
こ
と
に
な
る
。
即
ち
幕
府
は
朝
廷
の
特
権
授
与
を

継
承
し
て
寺
社
本
所
等
と
も
封
建
関
係
と
し
て
の

「
封
土
」
の
授
与
を
し
た
こ
と

に
な
る
。
か
か
る
意
味
で
、
こ
の
長
禄
三
年

(
一
四
五
九
)
の
返
付
保
護
令
は
重

要
で
あ
る
。

吉
田
論
文
は
ま
た
、
文
明
十
八
年

(
一
四
八
六
)
に
、

「
諸
寺
院
領
競
望
之
輩

　
ほ
　

事
」
と
題
し
て
、
法
の
制
定
を
み
た
背
景
を
詳
し
く
考
察
し
て
重
要
な
指
摘
を
さ

れ
て
い
る
。
長
禄
二
年

(
一
四
五
八
)
よ
り
二
十
八
年
経
過
し
た
、
こ
の
文
明
十
八

年

(
一
四
八
六
)
に
、

「
不
可
有
御
許
容
、
萬

一
錐
云
致
訴
訟

一
切
不
可
白
次
之

由
、
可
命
諸
奉
行
」
と
あ
る
。

こ
れ
は
先
に
、
長
禄
二
年

(
一
四
五
八
)
の
幕
府
法
に
お
い
て

「
可
庭
中
」
と

室
町
殿
の
御
下
知
が
あ
っ
た
し
、
他
方
に
お
い
て
、「御
成
敗
可
為
如
普
広
院
御
代
」

と
し
て
、
不
易
法

の
論
理
で
処
理
し
た

の
で
あ

っ
た
。
そ
れ
が
文
明
十
八
年

(
一

四
八
六
)
で
は

「
不
可
有
御
許
容
」
と

さ
れ
た
こ
と
は
重
大
な
変
革
で
あ
る
。

従
前
よ
り
の
訴
訟
手
続
法
の
慣
例
か
ら
す
れ
ば
、
当
時
の
論
人
奉
行
、
中
沢
備

　　
　

前
守
の

「
不
可
加
判
形
之
由
白
」
す
と
お
り
で
、
蔭
涼
軒
も
そ
の
事
柄
を
正
当
と

認
め
て
い
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
今
度
は
、
奉
行
人
が
理
非
の
糺
決
を
執
拗
に
求
め
た
こ
と
に
対
し
て

も
、
幕
府
は
忌
避
的
で
あ

っ
て
、
由
緒

(権
原
)
の
宛
行
は
封
建
国
王

(幕
府
将

軍
)
に
専
属
す
る
も
の
で
あ
り
、
且
つ
、
ま
た
寺
領
に

つ
い
て
さ
え
も
、
当
知
行

所
領
の
保
護
を
宣
し
、
本
主
の
由
緒
を
拒
否
し
た
の
は
、
寺
領
も
ま
た
封
土
化
し

て
い
る
証
拠
と
い
え
よ
う
。
こ
れ
は
幕
府
の
法
令
に
よ
る
荘
園
の
封
土
化
政
策
と

も
い
え
る
の
で
あ

っ
て
、
こ
こ
に
当
知
行
安
堵
の
制
の
定
着
を
み
る
の
で
あ
る
。

結

び

つ
ま
り
、
本
所

・
本
主
権
の
由
緒
の
授
与
権
を
朝
廷
に
代
り
、
幕
府
が
行
使
す

る
と
い
う
こ
と
は
、
幕
府
に
よ
り
授
与
さ
れ
る
そ
の
本
主
権
(
由
緒
)の
「封
土
」化

(封
建
制
に
お
け
る
御
恩
化
)
を
意
味
す
る
。
即
ち
、
こ
れ
は
荘
園
高
級
特
権
領

主
権
と
付
属
領
主
権
の

一
元
化
で
あ
る
。

「荘
園
制
」
に
対
す
る

「
封
建
制
」

へ

の
吸
収
で
あ
る
。
ま
た
、
公
家
、
武
家
双
方
に
対
し
て

「
当
知
行
安
堵
の
制
」
を

受
入
れ
さ
せ
て
い
る
こ
と
で
あ

っ
た
。

こ
れ
は
、
土
地
所
有
制
が

「
封
建
制
」
に
変
動
し
て
来
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ

り
、

「
荘
園
制
」
の
衰
退
の
歴
史
的
過
程
に
見
合
う
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
そ
こ

に
在
地
法
慣
行
で
あ

っ
た
当
知
行
年
紀
制

(時
効
制
)
を

一
歩
進
め
た

「文
書
年

紀
制
」
の
出
現
の
必
要
が
あ
っ
た
。

吉
田
論
文
に
よ
れ
ば
、
当
知
行
安
堵
の
制

(に
あ

っ
て
)
は
、
権
利
に
対
立
す

　
め
　

る
占
有
と
し
て
の
性
格
を
認
め
が
た
い
点
が
あ
る
と
い
う
。

こ
れ
に
は
、
次
の
よ
う
な
説
明
が
要
す
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
土
地
所
有
制
に
お

い
て
は
、
事
実
上
の
占
有
に
、
法
的
効
果
を
与
え
る
法
律
関
係
と
す
る
と
こ
ろ
に

意
味
が
あ
る
。
こ
れ
が

「知
行
法
」
と
い
う
法
制
で
あ

っ
た
。
従

っ
て
、
こ
れ
は

占
有
し
て
い
る
事
実
自
体

(を
根
拠
)
に
、
保
障
の
力
と
い
う
法
律
的
効
果
を
発
生
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さ
せ
る
権
原

(由
緒
)
を
認
め
た
と
い
う
こ
と
か
ら
考
え
れ
ば
、
代
々
の
当
知
行
安

堵
の
御
判
が
あ
る
こ
と
が
、
言
い
換
え
る
と
、「安
堵
御
判
」
が
合
法
的
に
破
ら
れ
な

け
れ
ば
、
さ
ら
に
次
の
御
判
を
得
る
た
め
の
条
件
と
な

っ
て
ゆ
く
と
考
え
ら
れ
る
。

吉
田
論
文
に
鎌
倉
期
以
来
の
勅
裁
で
あ

っ
て
も
、
室
町
幕
府
の
所
務
に
関
す
る

御
判
等
と
競
合
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
と
宣
言
さ
れ
た
と
い
(幽
て
い
る
の
は
、
所

領
の
安
堵
は
幕
府

の
御
判
に
基
づ
き
な
さ
れ
る
も
の
と
し
て
、
朝
廷
に
代

っ
て
、

御
判

(由
緒
)
は

一
元
的
に

「
授
権
」

さ
れ
る
。
即
ち
、

「相
伝
」

(
法
慣
習
)

と

「
公
験
」

(
国
王
授
権
)
に
よ
り
支

え
ら
れ
て
来
た
従
来
の
由
緒

の
在
り
方
が

室
町
幕
府

の
知
行
制
に
お
い
て
、
は
じ
め
て
統

一
さ
れ
た
と
説
明
さ
れ
て
ね
ば
な

ら
な
い
。
即
ち
公
験
と
相
伝
が
統
合
さ
れ
、
荘
園
領
主
の
高
級
特
権
も
否
定
さ
れ
、

武
家
封
建
法
に
よ
る
領
主
権
に

一
元
化

さ
れ
た
と
い
え
る
。

幕
府
は
在
地
領
主
権
の
棟
梁
的
存
在

で
あ
る
。
故
に
封
臣
で
あ
る
御
家
人
等
の

領
主
権
の
事
実
上
の
存
在

(当
知
行
)
に
権
原

(
由
緒
)
を
認
め
た
の
で
あ
る
。

こ
れ

「
封
土
」
が

「
特
権
の
束
」

(
当
知
行
の
領
主
権
)
と
言
わ
れ
る
所
以
で
あ

る
。
鎌
倉
期
で
は
、

「
当
知
行
」
は
年
紀
制
と
の
関
連
に
お
い
て
注
目
さ
れ
、
長

期
占
有

(
二
十
年

・
十
年
の
年
序
)
の
場
合
の
み
、
そ
れ
が

(
当
知
行
が
)

「
時

効
」
に
よ
り
由
緒

(権
原
)
に
昇
華
さ
れ
、
了
承
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
、
室
町
期
で
は
、
本
権

に
よ
る
由
緒
に
基
づ
く
こ
と
な
く
、

「当

知
行
」
と
い
う
事
実
上
の
領
主
支
配

(
当
知
行
)
そ
れ
自
体
に
保
護
が
加
え
ら
れ

た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
が
や
が

て
幕
府
の
絶
対
封
建
権
力
の
整
備
に
よ
り

「安
堵
御
判
」
11
由
緒

(権
原
)
の
授
与
と
な
っ
て
、
権
原
化
し
た
の
で
あ

っ
て
、

丁
度
、
朝
廷

(国
王
)
の
特
権
授
与

(
フ
ラ
ン
チ
ャ
イ
ズ
)
は
幕
府

.
将
軍
の
御

判

・
奉
書
そ
れ
自
身
に
と

っ
て
代

っ
た
わ
け
で
あ

っ
た
。

注

(
1
)
吉

田
徳
夫
氏
稿

「
室

町
幕
府
知
行
制

の
考
察

」

(
『
ヒ

ス
ト
リ

ヤ
』
九

四
号
五

四

頁
参
照
)
、
中

田
薫

・
牧

建
二

・
石
井
良
助

三
博
十

、
に

つ
ゴ
く
も

の
と

し
て
多

く

の
中
世
史
家
は
認
め

て
い
る
。

(
2
)
中
田
薫
博
士
著
、

「
王
朝
時
代
の
庄
園

に
関
す

る
研
究
」

(
『法
制
史
論
集

』
H
、

七
五
頁

・
二
五

一
頁
参
照
)

(
3
)
同

右

(
4
)
中
田
薫
博
士
、
前
掲
書
、
三

一
三
頁

・
三

一
六
頁
参
照

(
5
)
赤
沢
計
真
氏
稿

「
荘
園
成
熟
期

に
お

け
る
領
主
権
と
変
動
-
十

三
世
紀
末

在
地
法
慣
行
と
権
原
開
示
訴
訟
の
相
関

1
」

(
『
歴
史
学
研
究
』
五
六
二
号
)

(
6
)
石
井
良
助
博
士
稿

「
書
評
」

(
『法
制
史
研
究
』
三
三
号
二
二
七
頁
)

(
7
)
①
註

(
1
)

、
②
同

、「
職
相
伝
の
研
究
」
(
『法
制
史
研
究
』
三
三
号
)

③
同
、

「
知
行
年
紀
制
と
文
書

年
紀
制

」

(
『
ヒ

ス
ト
リ
ヤ
』

一
〇
八
号

)

(
8
)
石
井
良
助
博
士
著

『
日
本
不
動
産
占
有
論
』
七
八
頁
参
照

(
9
)
知
行

の
成
立

に
は
、
知
行
の
由
緒

の
存
在
が
必
要

で
あ

る
。

「
稻
相
博
」

(
平
盛

正
解
状

)、
「
稻
有
由
緒
」

(村

田
安
房
左
衛
門
尉
秀
信
代
法
橋
龍
海
陳
状
)

に
類

し

て

「
稻
得
付
属
」

・

「
構
有

光
消
附
属
状
」

は
皆
知
行

の
由
緒
を
主
張
し

て
い

る
も

の
で
あ
る
。

(
10
)
外
題
安
堵
法
と
は
、
廷
慶
二
年

五
月
廿
七

日
に
制
定

さ
れ
た

「
成
安
堵
御
下
文
所

領
事
、
右
背
御
下
文
、
恣
押
領
之
條
、
甚
以
好

濫
也
、
然
者
、
至
所
領
者
、
任
御

下
又
外
題
安
堵
、
可
沙
汰
付
、
至
相
論
者
、
就

理
非

、
可
被
御
成
敗
、
自
今
以
後
、

若
背
此
制
法
者
、
可
被
収
公
所
領

、
無
所
帯
者
可
被
処
流
刑
　
」

(
北
條
九
代
記

及
び
武
家
年
代
記
上
)
と

い
う
法
令
を
指
す

。
即
ち
、
外
題
安
堵
を
受
け
た
所
領

に
関
し

て
、
訴
訟
が
起

っ
た
時

に
は
訴

の
理
非
を
閣

い
て
、

一
先
づ
安
堵
を
受
け

た
者

の
知
行
を
全
う
せ
し
め
ん
と
す

る
制
度

で
あ

る
、

こ
の
規
定
は
知
行

の
押
妨

の
場
合

の
み
な
ら
ず
、
そ
の
押
領

の
場
合

に
も
適
用
さ
れ
た

の
で
あ
ろ
う
か
ら
、

安
堵

の
効
力
は
当
知
行

の
効
力

よ
り
強
大

で
あ

っ
た
と

せ
ら
れ
る
。

(
石
井
良
助

博
士
著

『
中
世
武
家
不
動
産
訴

訟
法

の
研
究
』

一
〇

四
頁
、
註

(
一
六

一
)
参
照

(
11
)
黒
田
俊
雄
博
士
著

「
中
世
の
国
家
と
天
皇
」

(
『
中
世

の
国
家
と
宗
教
』
所
収
)

(
12
)
同

右

(
13
)
同

右
、
尚
、
吉
田
徳
夫
氏
前
掲
書

①
三

六
頁

参
照



辻本:日 本中世封建社会の法構造について33

(
14
)
磨
安

元
年
十

月

日
東
寺
雑
掌
頼
憲
申
状

(
「
東
寺

百
合
文
書
さ
、

四
十
至
五
十

上
」
所
収

)

(
15
)
小
川
信
氏
著

「南

北
朝
内
乱
」
、
(
新
版
岩
波
講
座

『
日
本
歴
史
』
中
世
2
)

(
16
)
室
町
幕
府
法

、
追
加
磨
安
元
年
六
月
十
七
日
、
寺
社

本
所
領
事
条

(
九
七
条
)

(
17
)
吉

田
徳
夫
氏

①
前
掲
書
、
三
六
頁

(
18
)
羽
下
徳
彦
氏
稿

「
越
後

に
お
け
る
守
護
領
国

の
形
成

」
(
『
史
学
雑
誌
』
六
八
-
八
)

(
19
)
石
井
良
助
博
士
著

前
掲
書

五

二
一二
頁
以
下
参
照

(
20
)
吉

田
徳
夫
氏
前
掲

①
論
文
、
三
六
頁
以
下
参
照

二

(
21
)
建
内
記
七

、
文
安

元
年
四
月
十
四
日

の
条

等
絆
房
示
送
分

、
播

州
三
郡
明
石

・
美
嚢

・
守
護
使

号
散
合
、
委
細
可
令
註
之
、

就
其
事
書

一
紙
加
下
知
之
間
、
写
留
云
々
、
銘
云

、
今

度
郡
散
合
事
書
案
文
、
條

々

一
、
寺
社
本
所
領

田
数

、
土
貢
諸
色
事
、
公
用
員
数
事

、
長
夫
立
帰
事
、
本
所
直
務
実

否
事
、
先
方
之
時

者
雌
為
守
護
請
之
地
、
播
州
之
時

二
成
而
本
所
直
務

二
成
頒
否

事
、
又
先
方
時
本

所
錐
為
直
務
、
守
護
請

二
成
哉

否
事
、
尋
究
、
可
有
註
進
事
、

一
、
寺
庵
神
講

田
寄

進
謹
状

実
否
尋
究
、
可
有
註
進
事

一
、
在

々
所
先
方
奉

公
人
所
持
名
主
職
等
、
当
参
不
申

、
地
下
平
民

二
混

て
其
職
知
行

事
尋
究
、
閾
所

可
被
入
事

一
、
就
当
知
行
可
被

尋
次
第
、
今
度
刻
、
播
州
よ

り
始
而

被
相
計
給
分

・
在
所
お
、
当

参
申

て
号
本
給

と
答
、
地
下
差
出
等
仕
躰
事
態

々
尋
究
、
可
有
註
進
事
、

一
、
於
闘
所
在
所

、
田
数
土
貢

・
長
夫
立
帰
夫
事
尋
究

、
地
下
人
差
出
起
請
文
相
副
可

答
事
、

一
、
於
閾
所
名

田
者

、
地
頭

・
本
所
本
役
以
下
、
條

々
有

限
名
主
徳
分
土
貢
お
可
被
註

進
事
、

一
、
於
閾
所
地
雑
酌

巳
下
、
色
々
小
公
事
物
可
註
事

、

一
、
当
知
行
分
註
物

以
下
小

公
事
物
可
有
同
註
進
事

、

以

上

文
安
元
年

三
月
廿
二
日

(
22
)

「
国
引
懸
事
」
、
言
葉

の
意
味
は
、
国

の
行
政
支
配
地
域
内

で
あ
る
と

い
う
理
由

を

つ
け

て
押
領
す
る

こ
と

で
あ

る
と
考
え
ら
れ
る
。

「
引
」
く
と
は
権
力
的
に
支

配
す
る

こ
と

で
あ
ろ
う
。

(
23
)
建
内
記
、
文
安
元
年
五
月
十
九

日
条

重
罪
を
科
す
る
と
言

い
か
け

て
、
計
略
的

に
強
引
に
支
配
下
に
お
く
こ
と
で

(
24
)
同

右
、
同

年
六
月
三
日
条

こ
の
言
葉

の
意
味
は
、
地
頭
等
在
地
領
主
が
半
済
と
し

て
当
知
行
し
て
来
た
所
領

の
員
数

で
あ
る
と
そ

の
註
文
を
提
出
し

て
来
た
か
ら
先
日
お
届
け
頂
い
た
書
状

に

は
言
及
出
来
な
か

っ
た
。

こ
れ
は
既

に
地
頭

の
当
知
行
分

の
内
に
含
ま
れ

て
い
る

よ
う
な

の
で
、
お
仰
せ

の
よ
う

に
は
参
ら
な
か

っ
た
と

い
う
意
味
で
あ
ろ
う
。

(
25
)
同

右
、
同

年
六
月
十
九
日
条

龍
門
寺
跡
を
相
伝
し
た

の
で
あ
る
か
ら
、
公
験
等

の
由
緒
謹
文
は
不
用

で
あ
る
。

と

の
返
答

で
あ
る
。
今
時
分
管
領

に
申
さ
れ
る

の
は
よ
ろ
し

い
こ
と
で
あ
る
。

(
26
)
同

記
、
同

年
四
月
十
四
日
条

前
掲
播
州
三
郡
散
合
事
書
案
参
照
、

(
27
)
同

記
、
同

年
四
月
廿
五
日
条

(
28
)
同

記
、

(
29
)
守
護
所

に
お
け
る
守
護
使
、
垣
屋
氏

に
よ
る
地
頭
等
に
対
す
る
審
問
開
始
は
正
規

の
期
日
よ
り
ず

っ
と
早
く
地
頭

に
対
す
る
特
別
な
配
慮
の
下
に
行
わ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。

(
30
)
同

記
、
同

年
五
月
十
四
日
条

(
31
)
守
護
使

に
よ
る
守
護
裁
判
も
イ

ン
グ

ラ
ン
ド
中
世

の
シ

ェ
リ
ー

フ
に
よ
る
巡
廻
裁

判
所
に
お
け
る
審
問
と
同
様
、
在
地
領
主
そ
れ
ぞ
れ
に
個
別
に
問
答
即
ち
尋
問
調

査
を
し

て
い
た
よ
う

で
あ
る
。

(
32
)
日
本
中
世
武
家
訴
訟
制
度

に
お

い
て
は
訴
訟

の
進
行
と
自
力
救
済
は
並
行
し

て
進

ん

で
い
た
。
訴
訟
繋
属
中

に
訴
人
や
謹
人
が
路
次
狼
籍
に
遭

っ
て
命
を
狙
は
れ
る

こ
と
が
、
し
ば
し
ば
あ

っ
た
。

こ
れ
も
或
時
期
ま

で
は
自
力
救
済
の

一
内
容
と
も

解
さ
れ

て
い
た
よ
う

で
あ
る
。
建
内
記
、
文
安
元
年
五
月
廿
五
日
条
に
、

「
中
納

言
入
道
去
々
年
五
月
廿
五
日
、
自
越
前
国
為
上
洛
進
発
之
処
、
不
知
行
方
云
々
、
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傍
於
路
次

若
遇
其
難
歎
、
」
と
あ

る
の
も

そ
の

一
例

で
あ

ろ
う
。

(
33
)
建
内

記
、
文
安

元
年
五
月
廿
五
日
条
参
照

(
34
)
同

右

、
同

年
六
月
三
日
条
参
照

(
35
)

同

右

、

五
月
廿
日
条
参
照

(
36
)
同

上
、

(
37
)
同

記
、
同

年
四
月
廿
五

日
条
参
照

(
38
)
建
内

記
、
文
安

元
年
六
月
九
日
条
参
照

(
39
)
同

上
、

(
40
)
同

右

、
同

年
五
月
十
九
日
条
参
照

(
41
)
同

記

、
同

年
五
月
十
四
日
条
参
照

(
42
)
同

記

、
同

年
五
月
廿
五
日
条
参
照

(
43
)

(
44
)
同
記

、
同
年
五
月
廿
日
条
参
照

(
45
)
註

(
42
)
に
同
じ

(
46
)
註

(
43
)
に
同
じ

(
47
)
中
世
法
制
史
料

集
第
H
、
室
町
幕
府
法
、

一
九
五
条

(
48
)
建
内
記

、
文
安

元
年

五
月
廿
八
日
条

(
.49
)
建
内
記

、
同

年

四
月
十
四
日
条
所
収

の
文
安
元
年
三
月
廿

二
日
付
播
州
三
郡

散
合
事
書
案
参

照

(
50
)

(
51
)
吉

田
徳

夫
氏
前

掲
論
文
三
八
頁
参
照

(
52
)
石
井
良
助
博
士
前
掲
書

(
53
)
中
世
法
制
史
科
集
第

-
鎌
倉
幕
府
法
、
五
六
七
条

(
54
)
吉

田
徳
夫
氏
前
掲
論
文

五
〇
頁
参
照

(
55
)
建
内
記

、
文
安

元
年

六
月
九
日
条
参
照

(
56
)
同

記

、
同

年

五
月
廿
日
条
参
照

(
57
)
註

(
55
)
に
同
じ

(
58
)
同

上

(
59
)
同

記
、
同

年

六
月
三
日
条
参
照

(
60
)
註

(
55
)

に
同

じ

(
61
)
同

記
、
同

年
五
月
十
九

日
条
参
照

(
62
)
同

記
、
同

年
五
月
廿
八

日
条
参
照

(
63
)
同

記
、
同

年
六
月
九

日
条
参
照

(
64
)
勝
尾
寺
文
書

(
箕
面
市
史
所
収
)
九
六
三
号
、
長
禄
二
年
九
月
日

言
上

参
照

(
65
)
同

右
、
九
六
八
号

(
66
)
石
井
良
助
博
士
前
掲
書

、

(
67
)
中
世
法
制
史
科
集
第

H
、
室
町
幕
府
法

一
六
九
条

(
68
)
同

右

一
七
三
条

(
69
)
同

右

一
七
七
条

(
70
)
石
井
良
助
博
士
著
、
前
掲
書

頁
参
照

(
71
)
中

世
法
制
史
料
集
第
H
、
室
町
幕
府
法

一
六
八
条
～

一
八
四
条

磨
永
廿
九
年
七
月
廿
六
日
、
公
人
奉
行
、
松
田
丹
後

入
道
浄

胃
満
秀

、「
御
成
敗
條
改

(
72
)
同

右

一
七
七
条

(
73
)
大

日
本
史

料
、
七
-
六

(
74
)
吉

田
徳
夫
氏
前
掲

①
論

文
、
四

一
頁

～
四
二
頁
参
照

(
75
)
中
世
法
制

史
料
集
、
第
H
、
室
町
幕
府

法
補

遺
二
三
条

(
76
)
同

右

九
六
条

(
77
)
吉

田
徳

夫
氏
前
掲
①

論
文

四
五
頁
参
照

(
78
)
註

(
75
)

(
79
)
蔭
涼
軒

日
録
、
長
禄
三
年
五
月
六
日
条

(
80
)
大
乗
院
寺

社
雑

事
記
、
長
禄
二
年
四
月
七

日
条

(
81
)
吉

田
徳
夫
氏
前
掲
①

論
文
、
四
五
頁
参

照

(
82
)
同

右

(
83
)
中

世
法
制
史
料
集
第

H
、
室
町
幕
府
法
、
参
考
資

料

、
補

二
五
条

(
84
)
蔭

涼
軒
日
録
、
文
明
十
八
年
五
月
十
七
日
条

(
85
)
吉

田
徳
夫
氏
、
前
掲
①
論
文

四
八
頁
参
照

(
86
)
同

右

四
八
頁
～
四
九
頁
参

照
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LegalFrameworkinJapaneseMedievalFeudalSocietyconcerning

thedevelopmentofChigy6・(知 行)

HiroakiTSUJIMOTO

Summary

Japanesefeudalfief-systemwasframedthroughtheprocessofchangefromthe

manorsystemtothefeudalsysteminJapanesemedievalsociety.Themotive

forcewasthepoliticalandmilitarymanagementpowerofBukethatruledthe

medievalsocietyinourcountry.However,thisShiki(職)systemwasanorga.

nizationofthelocalorderinthemanorsystem.Therefore,Shiki(職)wasa

source(Honken本 権)ofChigyo(知 行)withthelegaleffect.Animageof

Shiki(職)systemwhichisthenucleusofthemanorsystem,remainedinafterward

society.Inconsequence,thelord'sfiefwascalledJitoshiki(地 頭 職)inthis

stage.Thefeudallordshadapriviledgeonlandcalledfief.Thesecurityfor

theirfiefcametobebasedontherealruling;Tochigyo(当 知 行)withthegrowth

ofthepoliticalandmilitaryforceofthelordKing(Shogun).Thechangeofthis

securitysystemiscalledthehistoricalturnaboutfromthemanorsystemtothe

feudalsystem.ThishistoricalepochcorrespondstotheperiodofA.D.1422;

the29thyearofOei(応 永)inJapan.Inthisessay,theauthordemonstrates

someconcretecasesthroughtheprocessoftheprogressofChigyo(知 行)in

medievalsociety.


